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精
神
衛
生
普
及
運
動
は
、
毎
年
秋
、
恒
例
的
に
実
施

さ
れ
、
本
年
も
精
神
衛
生
全
国
大
会
（
厚
生
省
及
び

社
団
法
人
日
本
精
神
衛
生
連
盟
主
催
、
於
熊
本
市
）

の
開
催
に
引
き
続
い
て
十
一
月
十
一
日
か
ら
十
七
日

ま
で
の
一
週
間
、
厚
生
省
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市

の
共
同
主
催
、
多
数
の
関
係
団
体
の
後
援
に
よ
っ
て

全
国
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

特
に
本
年
は
沖
縄
の
本
土
復
帰
に
伴
な
い
沖
縄
と

本
土
が
一
体
と
な
り
、
名
実
と
も
に
全
国
的
な
事
業

活
動
の
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
運
動
の
目
的
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
精
神
衛
生

法
の
趣
旨
を
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
障
害

者
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
を
図
る
と
と
も
に
軽
快

者
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
各
種
施
策
の
実
施
、
さ
ら

に
地
域
社
会
に
お
け
る
精
神
障
害
に
対
す
る
理
解
を

深
め
る
こ
と
と
偏
見
の
除
去
に
努
め
る
こ
と
な
ど
に

よ
っ
て
広
く
国
民
の
精
神
的
健
康
の
保
持
向
上
を
は

か
る
こ
と
に
あ
る
。

向
精
神
薬
の
開
発
に
始
ま
っ
た
精
神
科
医
療
の
著

る
し
い
進
歩
は
精
神
障
害
者
の
姿
を
一
変
さ
せ
、
精

神
病
院
も
従
来
の
隔
離
収
容
所
的
な
も
の
か
ら
次
第

に
開
放
的
で
治
療
病
院
的
な
形
態
を
整
え
る
と
と
も

に
、
精
神
療
法
や
生
活
療
法
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
患
者
の
社
会
復
帰
が
促
進
さ
れ
、

通
院
医
療
の
需
要
が
著
る
し
く
増
大
し
て
き
た
こ
と

は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
精
神
科
医
療
の
進
歩
を
背
景
と
し
て

昭
和
四
十
年
六
月
に
精
神
衛
生
法
と
保
健
所
法
の
一

部
改
正
が
行
な
わ
れ
、
わ
が
国
の
精
神
障
害
者
対
策

の
重
点
は
、
患
者
の
収
容
対
策
か
ら
地
域
精
神
衛
生

対
策
に
切
り
換
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
保
健
所
は

新
た
に
地
域
に
お
け
る
精
神
衛
生
活
動
の
第
一
線
機

関
に
定
め
ら
れ
、
地
域
精
神
衛
生
活
動
の
中
核
と
し

て
、
精
神
障
害
者
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
、
さ
ら

に
在
宅
患
者
の
指
導
と
管
理
に
当
る
こ
と
に
な
っ

た
。
都
道
府
県
に
は
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し

て
、
保
健
所
の
精
神
衛
生
業
務
を
技
術
的
に
援
助
す

る
と
と
も
に
、
精
神
病
院
に
お
け
る
各
種
社
会
復
帰

活
動
を
盛
ん
に
し
、
社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る
ほ

か
、
退
院
患
者
に
対
し
て
は
、
通
院
医
療
費
の
半
額

公
費
負
担
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
、
安
定
し
た
社
会

復
帰
の
維
持
に
努
め
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
す
で
に
七
年
を
経
過
し
た
が
、
わ
が
国

の
精
神
衛
生
の
現
状
に
鑑
み
る
に
、
ま
だ
種
々
検
討

を
要
す
る
点
も
多
く
あ
り
、
こ
の
た
め
緊
急
に
実
践

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
大
別
し
て
次
の

課
題
を
あ
げ
、
現
在
中
央
精
神
衡
生
審
議
会
で
審
議

さ
れ
て
い
る
。

①
地
城
精
神
衛
生
対
策
の
推
進

②
精
神
病
院
に
お
け
る
医
療
の
改
善
向
上
と
機
能
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本

年

の

運

動

の

目

標

の
分
化

③
社
会
復
帰
の
促
進

④
障
害
者
の
福
祉
の
向
上

⑮
精
神
衛
生
関
係
職
員
の
養
成
訓
練

①
精
神
衛
生
に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進

の
精
神
衛
生
思
想
の
普
及

⑧
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
対
策

精
神
障
害
の
発
生
の
予
防
か
ら
早
期
発
見
、
早
期

治
療
、
社
会
復
帰
ま
で
一
貰
し
た
施
策
を
地
域
社
会

の
な
か
で
す
す
め
て
い
く
と
と
も
に
積
極
的
な
精
神

的
健
康
の
保
持
増
進
を
は
か
る
と
い
う
精
神
衛
生
法

の
趣
旨
を
普
及
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
実

施
事
項
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
等
を
あ
げ
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
た
独
創
的
な
蓮
動
を
展
開
す
る
よ

う
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

①
地
域
精
神
衛
生
活
動
の
展
開

精
神
衛
生
法
に
よ
り
、
精
神
障
害
者
の
通
院
医
療

費
の
出
が
公
費
負
担
と
な
り
、
働
き
な
が
ら
治
療
が

受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ
る
こ
と
、
保
健
所
に
は
訪
問

指
導
や
相
談
指
導
の
体
制
が
し
か
れ
て
お
り
、
気
軽

に
精
神
衛
生
の
問
題
の
解
決
に
援
助
を
行
な
っ
て
い

る
こ
と
等
を
広
報
し
、
保
健
所
を
中
心
と
し
た
地
域

精
神
衛
生
活
動
の
推
進
に
よ
っ
て
精
神
障
害
者
も
入

院
す
る
こ
と
な
く
、
社
会
生
活
を
続
け
な
が
ら
治
療

が
で
き
、
ま
た
入
院
し
て
も
早
期
に
社
会
復
帰
が
で

き
る
こ
と
を
普
及
し
、
広
く
地
域
精
神
衛
生
に
対
す

る
関
心
を
高
め
る
。

②
精
神
衛
生
協
力
組
織
の
育
成

保
健
所
の
地
域
精
神
衛
生
活
動
に
は
精
神
衛
生
セ

ン
タ
ー
の
技
術
援
助
と
地
域
の
社
会
資
源
の
協
力
が

な
け
れ
ば
、
大
き
な
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。
ま
た

精
神
障
害
の
発
生
予
防
、
さ
ら
に
進
ん
で
精
神
的
健

康
の
保
持
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
家
庭
、
学
校
、

職
場
な
ど
に
精
神
衛
生
の
知
識
を
普
及
さ
せ
、
同
時

に
地
域
に
お
け
る
民
間
団
体
の
自
主
的
な
活
動
の
助

成
を
行
な
う
な
ど
地
域
ぐ
る
み
の
有
機
的
な
組
織
活

動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

③
正
し
い
精
神
衛
生
思
想
の
普
及

精
神
障
害
や
精
神
病
院
に
対
す
る
誤
っ
た
観
念
を

是
正
し
、
地
域
に
お
け
る
偏
見
を
除
く
た
め
に
、
次

の
よ
う
な
精
神
衛
生
思
想
の
普
及
活
動
を
積
極
的
に

行
な
う
。

S

精
神
病
院
、
保
健
所
、
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
精
神
衛
生
関
係
施
設
に
お
け
る
精
神
衛
生
活

動
の
実
際
を
紹
介
し
、
す
べ
て
の
人
が
気
軽
に
相
談

し
指
導
が
う
け
ら
れ
る
よ
う
理
解
さ
せ
る
。

＠
平
素
、
精
神
衛
生
サ
ー
ビ
ス
に
恵
ま
れ
て
い

な
い
地
区
の
住
民
に
対
し
て
は
、
特
に
こ
の
運
動
期

間
中
に
、
巡
回
相
談
、
巡
回
診
療
な
ど
の
機
会
を
つ

く
り
、
精
神
衛
生
の
水
準
向
上
に
努
め
る
。

い
機
関
紙
の
特
集
号
の
発
行
や
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、

テ
レ
ビ
等
マ
ス
コ
ミ
の
協
力
を
得
て
広
報
活
動
を
行

な
う
と
と
も
に
、
公
開
座
談
会
、
講
演
会
、
公
開
討
論

会
、
展
示
会
、
映
画
会
等
を
開
催
し
、
わ
が
国
の
精
神

衛
生
の
現
状
と
将
来
の
展
望
を
正
し
く
提
示
す
る
。

④
精
神
病
院
の
適
正
な
運
営
管
理
の
推
進

精
神
病
院
に
お
け
る
不
祥
事
故
は
過
去
に
お
い
て

世
論
の
批
判
を
あ
び
爾
来
関
係
者
の
努
力
に
よ
り
漸

次
減
少
の
方
向
に
あ
る
と
は
い
え
、
い
ま
な
お
そ
の

発
生
を
み
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
従
前
に
引
続

き
精
神
病
院
職
員
の
研
修
を
全
国
八
ブ
ロ
ッ
ク
に
お

い
て
実
施
し
、
精
神
病
院
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
意

識
の
高
揚
を
は
か
る
ほ
か
、
医
療
監
視
指
導
の
強
化

を
は
か
る
等
精
神
病
院
の
適
正
な
運
営
管
理
を
推
進

す
る
。⑥

精
神
病
院
の
火
災
防
止
対
策
の
充
実

精
神
病
院
の
火
災
に
つ
い
て
は
数
次
に
わ
た
り
、

そ
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
指
導
を
強
化
し
て
き
た

が
、
四
十
四
年
末
よ
り
四
十
六
年
に
か
け
て
多
く
の

死
者
を
だ
す
火
災
が
発
生
し
て
い
る
点
よ
り
、
一
昨

年
度
特
に
消
防
担
当
機
関
と
協
力
し
全
精
神
病
院
に

対
し
総
点
検
を
実
施
し
た
が
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
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本
年
度
も
こ
れ
ら
を
参
考
と
し
て
耐
火
施
設
化
へ
の

努
力
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

精
神
病
院
の
施
設
の
改
築
改
造
に
つ
い
て
は
資
金

面
の
確
保
に
つ
い
て
も
十
分
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

昭
和
四
十
八
年
度
予
算
要
求
の
概
要

精
神
衛
生
行
政
を
進
め
て
い
く
た
め
の
組
織
と
し

て
は
、
保
健
所
（
全
国
八
三
九
カ
所
）
を
第
一
線
機

関
と
し
て
、
都
道
府
県
に
お
け
る
精
神
衛
生
セ
ン
タ

ー
（
昭
和
四
十
七
年
度
末
三
十
三
カ
所
）
、
都
道
府

県
衛
生
主
管
部
局
、
国
（
厚
生
省
、
国
立
精
神
衛
生

研
究
所
）
を
結
ぶ
線
を
中
軸
に
し
て
、
医
師
、
精
神

衛
生
相
談
員
、
保
健
婦
、
看
護
婦
（
士
）
、
作
業
療
法

士
、
心
理
技
術
者
、
研
究
者
な
ど
に
よ
っ
て
、
精
神

障
害
の
発
生
予
防
、
早
期
発
見
、
早
期
治
療
の
対
策

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
入
院
治
療
を
要
す
る
精
神

障
害
者
に
対
し
て
は
、
全
国
二
十
五
万
床
の
精
神
病

床
で
治
療
を
行
な
い
、
ま
た
精
神
病
院
の
外
来
機
能

の
充
実
、
社
会
復
帰
促
進
の
た
め
の
諸
施
設
の
整
備
、

小
児
、
老
人
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
あ
る
い
は
合
併
症

を
も
っ
た
精
神
障
害
者
の
た
め
の
専
門
病
床
の
整
備

な
ど
の
施
策
を
精
神
衛
生
法
の
趣
旨
に
そ
っ
て
推
進

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
お
け
る
予
算
要
求

に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
よ
り
強
力
に
推

進
し
、
内
容
の
充
実
を
図
る
た
め
、
医
療
費
の
増
額
、

精
神
病
床
の
整
備
、
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
運
営
・

整
備
の
拡
充
、
精
神
衛
生
関
係
職
員
の
研
修
、
精
神

障
害
者
の
全
国
実
態
調
査
の
実
施
な
ど
い
く
つ
か
の

新
規
要
求
を
含
ん
で
、
総
額
五
百
三
十
九
億
七
千
万

円
（
前
年
比
約
二
十
八
億
円
増
）
の
予
算
要
求
を
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
新
規
事
項
を
含
め
た
要

求
の
す
べ
て
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

今
後
の
折
衝
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
の
主
な
も
の
を
掲
げ
て
参
考
に
供
す
る
こ
と

と
し
た
い
。医

療
費
の
公
費
負
担

①
措
置
入
院
医
療
費
の
国
庫
補
助

精
神
障
害
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
精
神
障
害
の
た
め

に
自
身
を
傷
つ
け
ま
た
は
他
人
に
害
を
お
よ
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
て
、
都
道
府
県
知
事
が
入
院

措
置
を
し
た
場
合
の
医
療
費
は
、
全
額
を
公
費
で
負

担
し
、
国
が
そ
の
八
割
を
、
都
道
府
県
が
二
割
を
そ

れ
ぞ
れ
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
（
た
だ
し

一
定
程
度
以
上
の
所
得
が
あ
り
医
療
費
の
負
担
能
力

の
あ
る
場
合
は
、
医
療
費
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
入

院
し
た
精
神
障
害
者
ま
た
は
そ
の
扶
養
義
務
者
に
負

担
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
額
は
医

療
費
の
一
％
余
に
す
ぎ
な
い
額
で
あ
る
。
）
昭
和
四
十

八
年
度
に
お
い
て
は
、
措
置
人
員
約
八
万
人
、
五
百

七
億
余
円
を
要
求
し
て
い
る
。

②
通
院
医
療
費
の
国
庫
補
助

精
神
障
害
に
対
す
る
早
期
治
療
と
退
院
者
の
再
発

防
止
を
図
る
た
め
、
外
来
診
療
費
の
出
を
公
費
負
担

す
る
制
度
が
昭
和
四
十
年
十
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
制
度
は
、
地
域
精
神
衛
生
対
策
と
も
関
連

し
て
、
将
来
精
神
科
医
療
の
中
核
と
も
な
る
べ
き
制

度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
制
度
の
活
用

が
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
八
年
度
に

お
い
て
は
、
対
象
人
員
八
万
九
千
人
（
前
年
比
一
万

五
千
人
増
）
、
十
八
億
余
円
（
前
年
比
五
億
余
円
増
）

を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
経
費
の
負
担
区
分
は
、
医

療
費
の
出
を
公
費
で
負
担
し
、
さ
ら
に
そ
の
出
づ
つ

を
国
と
都
道
府
県
で
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

通
院
医
療
は
保
健
所
、
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
等
に

よ
る
地
域
精
神
衛
生
対
策
の
強
化
と
と
も
に
近
年
著

し
く
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

保
健
所
に
設
置
さ
れ
る
精
神
科
嘱
託
医
、
精
神
衛

生
相
談
員
、
保
健
婦
に
よ
る
精
神
衛
生
相
談
、
在
宅

2

保
健
所
に
お
け
る
精
神
衛
生
対
策
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精
神
衛
生
関
係
施
設
の
技
術
的
指
導
体
制
を
早
急

に
充
実
強
化
す
る
た
め
、
都
道
府
県
に
お
け
る
精
神

衛
生
に
関
す
る
総
合
的
技
術
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
精

神
衛
生
セ
ン
タ
ー
を
す
み
や
か
に
整
備
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
の
た
め
昭
和
四
十
八
年
度
に
は
A
級
セ
ン

タ
ー
（
人
口
三

0
0万
人
以
上
の
都
道
府
県
に
設
置

し
、
八
二
五
平
方
米
以
上
の
規
模
）
一
カ
所
、

B
級

セ
ン
タ
ー
（
人
口
三

0
0万
人
以
下
の
県
に
設
置
し
、

四
九
五
平
方
米
以
上
の
規
模
）
三
カ
所
の
新
設
の
施

設
・
設
備
の
整
備
費
と
既
設
の
セ
ン
タ
ー
を
含
め
て

三
三
カ
所
の
運
営
費
を
要
求
し
て
い
る
。

特
に
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
は
地
区
の
精
神
衛
生
の

技
術
的
中
枢
機
関
と
し
て
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
お

り
、
前
年
度
事
業
に
継
続
し
て
デ
イ
ケ
ア
ー
事
業

（
六
カ
所
）
を
考
え
て
お
り
、
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
経

費
と
し
て
約
一
億
四
千
万
円
（
前
年
比
約
六
千
万
円

5
 

精
神
障
害
者
に
対
す
る
訪
間
指
導
な
ど
を
拡
充
す
る

こ
と
な
ど
を
中
心
に
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
お
い
て

は
嘱
託
医
五
五
七
人
の
人
員
お
よ
び
単
価
増
、
訪
問

指
導
件
数
の
大
幅
増
お
よ
び
単
価
増
、
申
請
通
報
等

の
調
査
費
の
件
数
お
よ
び
単
価
増
等
に
よ
り
大
幅
の

要
求
増
を
も
り
込
ん
で
約
七
千
万
円
（
前
年
比
約
一
―
―

千
万
円
増
）
を
要
求
し
て
い
る
。

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
整
備
と
運
営

こ
の
セ
ン
タ
ー
は
す
で
に
精
神
病
院
で
の
入
院
治

療
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
精
神
障
害
回
復
者
お
よ
び

在
宅
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
施
設

で
、
夜
間
生
活
指
導
部
（
ナ
イ
ト
ホ
ス
テ
ル
）
、
昼

間
生
活
指
導
お
よ
び
作
業
指
導
部
（
デ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
）
に
お
い
て
医
学
的
管
理
の
も
と
で
、
必
要
な

生
活
訓
練
と
職
業
訓
練
を
行
な
い
社
会
適
応
を
図
る

5

精
神
障
害
回
復
者
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー
の
整

備
・
運
営

精
神
病
床
の
整
備

都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
日
赤
、
済
生
会
等
の
公
的

機
関
の
設
置
す
る
も
の
に
対
す
る
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
特
に
四
十
八
年
度
は
ア
ル
コ
ー
ル
病
棟
、
児
童

病
棟
、
老
人
病
棟
の
い
わ
ゆ
る
特
殊
病
棟
の
増
設
並

び
に
作
業
療
法
棟
の
新
設
の
ほ
か
、
前
年
度
に
引
続

き
木
造
病
床
の
改
築
に
要
す
る
経
費
に
重
点
を
お
く

考
え
で
あ
る
が
、
精
神
病
院
の
火
災
防
止
の
た
め
の

根
本
的
対
策
と
し
て
木
造
病
棟
の
耐
火
構
造
化
計
画

は
昭
和
五
十
年
ま
で
に
昭
和
三
十
年
以
前
の
建
物
四

千
百
床
を
改
築
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
来
年
度
は

新
増
設
と
合
せ
て
約
一
千
五
百
床
分
約
五
億
一

1

一
千
万

円
（
前
年
比
三
億
三
千
万
円
増
）
を
要
求
し
て
い
る
。

4
 

増
）
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
セ
ン
タ
ー

は
夜
間
生
活
指
導
部
三
五
人
、
昼
間
生
活
指
導
部
四

五
人
、
作
業
指
導
部
二
五
人
の
計
一

0
五
人
を
収
容

お
よ
び
通
所
さ
せ
、
医
師
（
所
長
）
、
精
神
科
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
、
心
理
技
術
者
、
作
業
療
法
士
、
看
護

婦
お
よ
び
事
務
職
員
等
に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
て

い
る
。
な
お
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
さ
し
あ
た
っ
て
昭
和

四
十
五
年
度
に
モ
デ
ル
と
し
て
一
カ
所
設
置
さ
れ
た

が
、
今
後
全
国
的
に
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

四
十
八
年
度
に
お
い
て
は
そ
の
運
営
費
補
助
約
一
千

八
百
万
円
を
要
求
し
て
い
る
。

地
域
精
神
衛
生
対
策

①
精
神
衛
生
相
談
員
資
格
認
定
講
習
会

こ
の
講
習
会
は
精
神
衛
生
相
談
員
有
資
格
者
の
確

保
に
よ
っ
て
、
保
健
所
に
お
け
る
精
神
衛
生
業
務
の

推
進
を
図
る
た
め
、
保
健
婦
を
対
象
と
し
て
行
な
う

も
の
で
、
国
及
び
都
道
府
県
で
各
々
実
施
し
て
い
る
。

こ
の
認
定
講
習
会
は
国
及
び
都
道
府
県
と
も
昭
和
四

十
年
よ
り
各
地
区
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
現
在
ま
で

約
一
千
六
百
名
の
有
資
格
者
を
養
成
し
て
い
る
が
、

今
後
と
も
さ
ら
に
継
続
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

②
精
神
病
院
技
術
職
員
等
の
た
め
の
研
修

精
神
病
院
が
新
し
い
医
学
の
進
歩
に
応
じ
て
医
療

内
容
を
常
に
改
善
向
上
さ
せ
、
ま
た
近
代
的
な
経
営

6
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を
行
な
う
よ
う
、
精
神
病
院
に
勤
務
す
る
医
師
、
事

務
長
、
看
護
婦
（
士
）
長
、
精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ

ー
カ
ー
、
作
業
療
法
士
お
よ
び
衛
生
検
査
技
師
等
に

対
し
て
研
修
を
行
な
う
。

こ
れ
は
昭
和
四
十
五
年
度
新
た
に
五
百
万
円
予
算

化
さ
れ
日
本
精
神
病
院
協
会
に
委
託
し
て
行
っ
て
い

る
が
、
昭
和
四
十
八
年
度
も
引
き
継
き
行
な
う
こ
と

と
と
し
て
約
七
百
万
円
を
要
求
し
て
い
る
。

③
児
童
精
神
科
医
の
研
修

児
童
精
神
障
害
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
と
医
療

技
術
の
向
上
を
図
り
、
精
神
障
害
児
童
に
対
す
る
医

療
保
護
の
充
実
を
図
る
た
め
、
昭
和
四
十
七
年
度
よ

り
新
た
に
児
童
精
神
医
学
臨
床
講
習
会
が
開
催
さ

れ
、
新
年
度
に
お
い
て
も
引
続
き
実
施
す
る
た
め
約

三
百
万
円
の
予
算
を
要
求
し
て
い
る
。

④
精
神
衛
生
思
想
普
及
活
動

地
域
精
神
衛
生
対
策
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
た
め

に
は
住
民
の
精
神
衛
生
に
対
す
る
正
し
い
理
解
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
精
神
衛
生
思
想
普
及

活
動
は
保
健
所
や
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な

っ
て
、
講
演
会
、
座
談
会
、
展
示
会
、
広
報
紙
（
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
）
の
発
行
な
ど
を
通
じ
て
行
っ
て
き
た

が
、
今
後
は
も
っ
と
広
く
、
深
く
、
関
係
諸
機
関
、

ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
新
聞
な
ど
マ
ス
コ
ミ
の
協
力
を

得
て
積
極
的
な
活
動
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

社
会
の
急
激
な
変
動
に
対
応
し
た
精
神
衛
生
に
関

す
る
諸
制
度
の
改
善
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
、
検
討

に
要
す
る
経
費
の
ほ
か
、
優
生
保
護
の
適
正
化
等
に

要
す
る
経
費
を
要
求
し
て
い
る
。

9

そ

の

他

近
年
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
の
収
容
、
医
療
等
に
つ

い
て
社
会
問
題
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
今
後
の
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
対
処
す
る
た
め
昭
和
四
十
七
年
度
に
お

い
て
在
院
中
毒
者
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
実
施
し

そ
の
実
態
を
把
握
す
る
ほ
か
、
新
年
度
に
お
い
て
は

民
間
団
体
の
自
主
的
活
動
を
助
長
す
る
等
地
域
社
会

に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
の
発
生
防
止
と
酒

害
防
止
を
図
る
た
め
、
約
七
百
余
万
円
の
予
算
を
要

求
し
て
い
る
。

8

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
対
策

の
た
め
昭
和
四
十
五
年
度
よ
り
日
本
精
神
衛
生
連
盟

に
委
託
費
と
し
て
二
百
万
円
予
算
化
し
て
い
る
が
精

神
衛
生
思
想
普
及
活
動
の
飛
躍
的
進
展
を
図
る
た
め

に
四
十
八
年
度
に
お
い
て
は
約
七
百
万
円
の
増
額
を

要
求
し
て
い
る
。

94.~ 精

神

衛

生

と

は

精
神
衛
生
と
は
、
一
口
に
い
え
ば
人
間
の
精
神
的

側
面
を
主
な
対
象
と
す
る
衛
生
で
あ
っ
て
、
精
神
的

疾
病
な
ら
び
に
も
ろ
も
ろ
の
精
神
的
不
健
康
の
予
防

か
ら
、
精
神
的
健
康
の
保
持
向
上
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

人
の
健
康
と
は
身
体
的
に
健
全
な
状
態
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
精
神
的
、
社
会
的
に
も
完
全
に
健
や

か
な
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

精
神
の
健
康
と
は
単
に
精
神
的
疾
患
に
か
か
っ
て

い
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
変
化
の
激
し
い
生
活

環
境
の
な
か
で
こ
れ
に
調
和
し
、
積
極
的
に
生
活
し

得
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
健
康
な
心

の
持
主
は
、
欲
求
不
満
な
ど
の
状
態
に
お
か
れ
て

も
、
反
社
会
的
行
動
に
走
る
等
の
い
ろ
い
ろ
の
適
応

障
害
を
示
す
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
問
題

や
障
害
に
積
極
的
に
立
ち
む
か
い
、
社
会
的
環
境
を

調
整
し
、
そ
の
結
果
充
分
な
適
応
状
態
を
つ
く
り
あ

げ
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
は
、
疾
病
の
治
療
の
面
で
も
予
防
の
面
で
も

身
体
的
側
面
に
比
重
が
お
か
れ
す
ぎ
て
、
精
神
的
側

面
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
っ
た
が
今
後
は
身

体
の
衛
生
だ
け
で
な
く
、
精
神
面
で
の
衛
生
が
強
調
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さ
九
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
近
来
、
身
体
衛
生

に
お
い
て
も
防
疫
と
か
予
防
接
種
と
か
の
予
防
的
な

面
の
み
で
な
く
健
康
増
進
の
面
が
重
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
精
神
衛
生
に
お
い
て
も
、
精
神
障

害
の
早
期
発
見
、
予
防
と
い
っ
た
面
か
ら
、
さ
ら
に

精
神
健
康
増
進
の
た
め
に
個
人
は
も
と
よ
り
職
場
、

学
校
あ
る
い
は
家
庭
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
な
精
神
衛

生
の
実
践
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。

今
後
に
お
け
る
精
神
衛
生
は
、
幅
広
い
視
野
で
総

合
的
に
進
め
、
同
時
に
す
で
に
精
神
障
害
の
あ
る
も

の
は
、
す
み
や
か
に
治
療
が
う
け
ら
れ
、
軽
快
ま
た

は
寛
解
し
た
場
合
に
は
偏
見
を
な
く
し
温
か
く
迎
え

い
れ
る
よ
う
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

乳
幼
児
期
は
、
基
本
的
な
人
格
形
成
の
み
ら
れ
る

時
で
あ
る
。
日
本
で
も
昔
か
ら
三
つ
子
の
魂
百
ま
で

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
脳
神
経
系
の
発
達
も
、
知

能
、
感
情
、
性
格
と
い
っ
た
基
本
的
な
精
神
的
働
き

の
基
礎
づ
く
り
が
み
ら
れ
る
時
で
あ
る
。

胴
重
量
は
、
出
生
時
三
五
〇
し
三
六

0
グ
ラ
ム
、

一
年
の
終
り
に
は
二
倍
以
上
（
約
八

0
0グ
ラ
ム
）
、

四
し
五
年
に
は
約
三
倍
（
約
一
、
一

0
0グ
ラ
ム
）

と
な
る
。
身
体
の
発
育
の
中
で
、
脳
の
発
育
は
き
わ

乳

幼

児

期

の

精

神

衛

生

一

め
て
目
ざ
ま
し
い
。
そ
れ
だ
け
に
脳
神
経
系
の
発
育

に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
時
期
と
い
え
る
。

栄
養
障
害
、
代
謝
障
害
、
内
分
泌
障
害
、
交
通
事

故
な
ど
に
よ
る
頭
部
外
傷
、
脳
炎
や
脳
膜
炎
ひ
き

つ
け
と
い
っ
た
病
気
や
傷
害
で
、
脳
神
経
系
の
健
全

な
発
育
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
十
分
な
健
康
管
理

が
必
要
で
あ
る
。
育
児
の
最
も
基
本
的
な
面
は
、
こ

う
い
う
病
気
や
傷
害
の
予
防
、
早
期
の
発
見
と
治
療

に
始
ま
る
。

知
的
な
働
き
は
、
始
め
は
運
動
感
覚
機
能
と
密
着

し
て
、
未
分
化
な
状
態
で
現
わ
れ
る
。
這
い
、
立

つ
、
歩
く
と
い
っ
た
運
動
機
能
に
は
、
知
的
な
働
き

が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
と
に
ガ
ラ
ガ
ス
を
振
る
、
投

げ
る
、
つ
ま
む
、
は
さ
む
と
い
っ
た
手
指
の
運
動

は
、
脳
神
経
系
の
発
達
、
知
的
機
能
と
深
い
関
係
に

あ
る
。さ

ら
に
こ
と
ば
が
現
わ
れ
る
。
こ
と
ば
に
は
お
母

さ
ん
な
ど
の
周
囲
の
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
さ
ら
に
赤
ち
ゃ
ん
こ
と
ば
か
ら
一
語
文
へ

と
、
話
す
方
も
発
達
し
て
行
く
。
歩
行
や
手
指
の
運

動
の
発
達
が
遅
れ
た
り
、
こ
と
ば
の
発
達
が
遅
れ
て

い
る
時
に
は
、
知
能
の
発
達
の
遅
れ
も
疑
が
っ
て
調

べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
大
き
く
な
る
と
、
自
分
の
こ
と
、
自
分
の

身
の
ま
わ
り
の
こ
と
を
処
理
し
た
り
、
親
や
き
ょ
う

だ
い
、
友
達
と
の
や
り
と
り
、
遊
び
な
ど
に
、
個
人

差
が
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う
問
題
に
は
、
知
能

の
問
題
、
性
格
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
同
時

に
、
育
児
し
つ
け
の
あ
り
方
と
い
っ
た
、
周
囲
の
あ

つ
か
い
、
環
境
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
面
も
大

き
い
。赤

ち
ゃ
ん
に
も
、
食
物
と
し
て
の
栄
養
だ
け
で
な

く
、
両
親
や
家
族
と
の
接
触
、
交
流
に
よ
る
、
暖
か

い
正
し
い
愛
情
が
な
け
れ
ば
、
正
常
な
発
達
は
む
ず

か
し
く
な
る
、
授
乳
、
排
尿
排
便
の
し
つ
け
、
だ
っ

こ
を
し
た
り
と
い
う
親
と
の
交
流
、
周
囲
か
ら
の
暖

か
い
適
正
な
刺
激
が
必
要
で
あ
る
。

泣
い
た
り
笑
っ
た
り
、
く
や
し
が
っ
た
り
、
こ
わ

が
っ
た
り
、
や
き
も
ち
を
や
い
た
り
、
生
ま
れ
て
始

め
て
す
る
、
い
ろ
い
ろ
な
情
緒
的
な
経
験
が
あ
る
。

こ
う
い
う
感
情
的
経
験
と
表
現
の
中
に
、
そ
の
子
ど

も
の
基
礎
的
な
性
格
形
成
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

指
し
ゃ
ぶ
り
、
お
ね
し
ょ
、
ど
も
り
な
ど
の
悪
い

く
せ
が
始
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
い
う
問
題
に

は
、
そ
の
子
ど
も
の
感
情
生
活
に
お
け
る
間
題
、
欲

求
不
満
な
ど
が
関
係
し
て
お
り
、
正
し
い
し
つ
け
、

欲
求
不
満
の
解
消
、
遊
び
を
通
じ
て
の
明
る
＜
楽
し

い
感
情
的
表
現
活
動
な
ど
、
子
ど
も
の
と
り
扱
い
に

対
し
て
十
分
な
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
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人
格
の
基
礎
の
形
成
さ
れ
る
幼
児
期
を
過
ぎ
る
と

子
供
は
小
学
校
に
入
り
社
会
人
と
し
て
の
一
歩
を
ふ

み
出
す
。
こ
の
頃
に
は
脳
の
重
さ
も
内
部
の
構
造
も

大
人
に
ほ
ぼ
近
く
な
り
、
神
経
系
や
内
分
泌
の
働
き

も
安
定
し
て
く
る
。
学
童
期
に
は
運
動
能
力
や
知

能
、
こ
と
に
抽
象
的
思
考
能
力
が
著
し
く
す
す
む
の

で
こ
れ
ら
の
能
力
の
適
当
な
開
発
が
必
要
で
あ
る
。

現
在
わ
が
国
で
は
学
齢
児
の
五
割
以
上
が
幼
稚
園
や

保
育
園
に
通
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
や
は
り
義

務
教
育
と
し
て
の
小
学
校
入
学
は
、
子
供
に
と
っ
て

母
親
か
ら
離
れ
て
現
実
社
会
の
集
団
に
入
る
新
し
い

体
験
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
家
族
以
外
の
教
師
や

友
人
と
の
関
係
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
，
よ
う
に
な

る
。
冊
親
か
ら
の
分
離
が
順
調
に
行
か
な
い
と
、
登

校
拒
否
児
や
鍼
黙
児
な
ど
の
問
題
が
お
こ
り
や
す

い
。
わ
が
国
の
義
務
教
育
の
就
学
率
は
9
8
％
以
上
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
視
力
や
聴
力
に
障
害
の
あ
る
子

供
、
知
能
の
お
く
れ
て
い
る
子
供
、
肢
体
不
自
由

児
、
虚
弱
児
、
言
語
や
情
緒
に
障
害
の
あ
る
子
供
の

教
育
や
指
導
に
は
な
お
お
く
れ
て
い
る
面
が
多
い
。

ろ
う
児
の
七
割
、
盲
児
の
四
割
は
義
務
教
育
を
う
け

て
い
る
が
、
そ
の
他
の
障
害
児
の
た
め
の
治
療
教
育

学
童
期
•
青
少
年
期
の
精
神
衛
生

は
今
後
更
に
す
す
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
非

行
の
最
初
の
症
状
も
学
童
期
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
精
神
衛
生
と
教
育
関
係
者
の
協
力
に
よ

る
「
学
校
精
神
衛
生
」
対
策
が
必
要
に
な
る
。

年
齢
が
進
み
思
春
期
に
な
る
と
心
身
の
急
激
な
変

動
に
よ
り
精
神
衛
生
的
に
多
く
の
問
題
を
生
じ
易

い
。
も
っ
と
も
深
刻
な
精
神
病
で
あ
る
精
神
分
裂
病

や
、
そ
の
他
の
神
経
症
、
自
殺
、
薬
物
中
毒
な
ど
の

問
題
も
こ
の
時
期
に
は
じ
ま
る
。
し
た
が
っ
て
周
囲

の
人
び
と
の
配
慮
に
よ
る
早
期
発
見
、
早
期
治
療
が

緊
急
と
な
る
。
思
春
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
、
身

体
的
成
熟
に
伴
う
本
能
的
欲
求
の
増
加
は
少
年
を
混

乱
さ
せ
る
。
彼
ら
は
本
能
を
怖
れ
お
さ
え
よ
う
と
す

る
禁
欲
的
傾
向
と
、
衝
動
に
身
を
任
せ
る
快
楽
的
傾

向
の
間
を
動
揺
す
る
。
近
年
初
潮
な
ど
の
第
二
次
性

徴
の
あ
ら
わ
れ
が
早
く
な
っ
て
い
る
が
、
身
体
ー
性

的
成
熟
と
精
神
ー
社
会
的
成
熟
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を

少
年
非
行
や
性
的
暴
力
的
非
行
の
増
加
と
関
係
づ
け

る
考
え
方
も
あ
る
。

青
少
年
期
に
お
け
る
内
的
不
安
定
は
一
面
に
お
い

て
は
知
的
活
動
を
刺
激
し
、
既
成
の
道
徳
や
権
威
に

疑
い
を
も
ち
、
自
ら
人
生
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
に

導
く
。
彼
ら
は
自
己
の
人
格
を
統
合
し
よ
う
と
し
、

社
会
に
お
け
る
自
己
の
役
割
、
進
路
を
見
出
そ
う
と

す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
模
索
は
困
難
な
の
で

壮

年

期

の

精

神

衛

生

失
敗
す
る
者
も
多
く
、
あ
る
い
は
逃
避
し
自
己
の
殻

に
閉
じ
こ
も
り
、
あ
る
い
は
集
団
を
つ
く
り
社
会
を

攻
撃
し
破
壊
的
行
動
を
と
る
。
青
少
年
の
非
社
会
的

行
動
、
反
社
会
的
行
動
の
原
因
と
し
て
は
、
社
会
全

体
が
責
任
を
負
う
べ
き
部
分
も
多
い
。
戦
後
の
わ
が

国
に
お
い
て
は
人
間
は
封
建
的
な
制
度
や
道
徳
か
ら

自
由
に
な
っ
た
面
も
あ
る
が
、
同
時
に
家
族
や
伝
統

に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
受
験
や
職
業
上
の
は
げ
し

い
生
存
競
争
に
耐
え
、
人
間
関
係
の
稀
薄
な
都
市
化

さ
れ
た
社
会
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
の
命

や
生
活
よ
り
経
済
的
利
益
を
優
先
さ
せ
る
よ
う
な
風

潮
さ
え
あ
る
。
青
少
年
に
拡
大
さ
れ
て
み
ら
れ
る
孤

独
感
、
無
力
感
、
焦
燥
感
は
他
の
批
代
も
分
け
あ
う

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
青
少
年
の
精
神
衛
生
は
わ
れ

わ
れ
全
体
が
現
在
真
剣
に
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
問
題
で
あ
ろ
う
。

青
年
期
を
過
ぎ
壮
年
期
に
は
い
る
と
、
と
く
に
職

場
の
精
神
衛
生
と
家
庭
の
精
神
術
生
の
二
つ
が
大
き

な
問
題
点
と
な
る
。

職
場
で
は
次
第
に
責
任
あ
る
地
位
に
つ
き
、
人
間

関
係
の
問
題
に
た
え
ず
ス
ト
レ
ス
状
況
に
お
か
れ
、

家
庭
で
は
経
済
的
、
心
理
的
負
担
が
増
大
す
る
。
と
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く
に
、
青
年
期
危
機
と
並
ん
で
向
老
期
（
初
老
期
ま

た
は
更
年
期
）
の
危
機
が
重
要
で
あ
る
。
身
体
的
に

も
諸
器
官
の
退
行
現
象
が
お
こ
り
、
動
脈
硬
化
や
悪

性
腫
痕
に
か
か
り
や
す
く
、
女
子
で
は
閉
経
が
あ

る
。
ア
ル
コ
ー
ル
嗜
癖
、
初
老
期
う
つ
病
な
ど
の
精

神
障
害
の
み
な
ら
ず
、
離
職
、
定
年
、
能
力
低
下
、

過
労
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
の
適
応
障
害
も
起
り
や
す

、。
じ`

と
く
に
い
わ
ゆ
る
エ
ー
ジ
ン
グ
の
問
題
が
あ
り
、

向
老
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
体
的
違

和
感
が
根
底
に
あ
っ
て
、
歯
牙
脱
落
、
頭
髪
の
変

化
、
性
的
減
退
、
視
聴
力
障
害
な
ど
の
身
体
症
状
、

疲
労
増
大
、
気
力
減
退
、
記
憶
減
退
、
過
去
に
対
す

る
過
度
の
反
省
な
ど
の
精
神
的
徴
候
が
し
ば
し
ば
間

題
に
な
る
。

前
者
す
な
わ
ち
身
体
徴
候
で
は
、
心
身
の
退
行
と

疾
病
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
種
の
現
象
は
そ
の
多

く
が
間
葉
系
組
織
の
変
化
で
あ
っ
て
、
緒
方
知
三
郎

博
士
の
い
わ
ゆ
る
ニ
セ
の
老
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
真
の
老
化
で
あ
る
神
経
組
織
や
上
皮
組
織
の
胚

葉
系
の
老
化
は
向
老
期
に
は
ま
だ
始
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
そ
の
さ
い
の
多
く
の
精
神
的
徴
候
は
社

会
的
な
人
間
関
係
や
心
理
的
葛
藤
か
ら
起
る
も
の
が

き
わ
め
て
多
い
。

女
性
の
閉
経
期
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、
閉
経
に
伴

う
身
体
的
違
和
の
み
な
ら
ず
、
閉
経
が
女
性
と
し
て

の
能
力
や
魅
力
の
喪
失
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
。
ペ

ニ
ン
グ
ト
ン
は
閉
経
期
女
性
の
精
神
徴
候
と
し
て
、

不
快
、
興
味
喪
失
、
抑
う
つ
、
優
柔
不
断
、
過
敏
、

自
己
憐
び
ん
、
猜
疑
、
劣
等
感
、
自
己
破
壊
性
、
責

任
性
の
誇
張
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情

緒
不
安
は
生
理
的
の
み
な
ら
ず
、
社
会
、
心
理
的
根

拠
を
も
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
育
児
や
家
事
に
没
頭

し
て
、
自
己
の
欲
望
を
抑
え
自
己
犠
牲
的
生
活
を
送

っ
て
き
た
冊
親
が
、
子
ど
も
が
独
立
し
離
れ
て
い
く

に
伴
っ
て
、
更
年
期
症
状
に
つ
よ
く
反
応
す
る
例
が

よ
く
み
ら
れ
る
。

男
性
も
初
老
の
中
だ
る
み
と
い
い
、
そ
れ
ま
で
緊

張
し
て
い
た
も
の
が
心
身
機
能
の
低
下
や
、
興
味
や

関
心
の
減
退
と
い
っ
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
さ

い
も
、
家
庭
的
負
担
の
増
大
、
職
場
に
お
け
る
能
力

や
成
功
の
限
界
と
い
っ
た
条
件
が
働
い
て
い
る
こ
と

が
多
い
。

こ
れ
ら
の
向
老
期
危
機
が
さ
ま
ざ
ま
の
適
応
障
害

と
し
て
現
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
早
期
に
発
見
し

処
理
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
う
ち
に
は
初
老
期
う
つ

病
や
、
ア
ル
コ
ー
ル
精
神
障
害
の
よ
う
な
神
経
精
神

疾
患
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
と
に
初
老
期
う
つ
病
に

よ
る
自
殺
や
一
家
心
中
な
ど
と
い
う
悲
劇
や
、
初
老

期
妄
想
症
に
よ
る
反
社
会
行
動
な
ど
は
、
早
期
治
療

＇ 老

年

期

ー
'
|
]

の

精

神

衛

生

に
よ
っ
て
防
止
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
に

も
向
老
期
精
神
障
害
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
と
社

会
復
帰
と
と
も
に
、
正
常
の
向
老
期
現
象
に
対
す
る

精
神
健
康
の
促
進
が
併
行
し
て
進
め
ら
れ
る
必
要
が

あ
る
。日

本
人
の
平
均
寿
命
の
延
長
と
と
も
に
老
年
人
口

は
毎
年
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
老
年

期
の
精
神
障
害
お
よ
び
一
般
老
人
の
遮
応
障
害
が
増

加
し
て
お
り
、
欧
米
に
お
け
る
老
年
者
の
精
神
衛
生

と
同
様
の
重
要
性
が
日
本
で
も
次
第
に
明
か
に
な
っ

て
い
る
。

老
年
期
の
精
神
変
化
の
―
つ
は
知
的
能
力
や
学
習

能
力
を
含
む
能
力
低
下
に
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

ボ
ケ
と
し
て
示
さ
れ
、
さ
ら
に
は
脳
萎
縮
や
脳
細
胞

変
化
に
伴
う
痴
呆
と
し
て
病
的
状
態
を
示
す
に
至

る
。
他
の
―
つ
は
感
情
変
調
で
あ
り
、
柔
軟
性
の
欠

如
、
自
己
統
制
の
減
退
、
さ
ら
に
心
気
傾
向
を
主
体

と
す
る
自
己
身
体
へ
の
つ
よ
い
関
心
、
妄
想
傾
向
、

不
安
な
ど
と
し
て
示
さ
れ
る
。
前
者
の
著
し
い
も
の

は
老
年
痴
呆
で
あ
り
、
後
者
は
脳
動
脈
硬
化
で
あ

る。
ア
メ
リ
カ
の
キ
ャ
バ
ン
に
よ
る
十
五
項
目
か
ら
な
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る
精
神
老
化
度
測
定
に
よ
れ
ば
、
記
憶
障
害
、
仕
事

に
対
す
る
消
極
性
、
自
己
中
心
性
、
昔
語
り
、
愚

痴
、
無
感
心
、
孤
独
、
学
習
困
難
、
わ
ず
ら
わ
し
い

こ
と
を
避
け
る
、
交
際
の
消
極
性
、
社
会
変
化
へ
の

猜
疑
、
切
り
か
え
の
困
難
、
高
度
の
吝
裔
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
一
般
に
心
気
傾
向
の
つ
よ
い
老
人
ほ

ど
、
自
覚
的
精
神
老
化
度
が
過
大
に
評
価
さ
れ
る
。

こ
の
さ
い
身
体
的
老
化
度
と
精
神
的
老
化
度
の
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
不
調
和
が
一
方
で

は
老
人
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
、
他
方
で
は
反
社
会
行
動
と
し

て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

欧
米
の
精
神
病
院
で
は
老
人
の
精
神
障
害
者
の
入

院
比
率
が
た
か
く
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
州
立
精

神
病
院
在
院
患
者
の
約
―
―

1
0パ
ー
セ
ン
ト
が
六
五
歳

以
上
の
老
人
で
あ
る
。
日
本
で
は
六

0
歳
以
上
の
入

院
率
が
一
―
-
。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
ま
だ
低
い
が
、
こ
れ
に
は

老
年
人
口
比
率
の
差
も
あ
り
、
都
会
で
は
八
ー
九
パ

ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
従
来
は
不
適

応
老
人
が
家
庭
に
保
護
さ
れ
て
い
た
の
が
、
家
族
制

度
や
形
態
の
変
化
と
と
も
に
、
核
家
族
へ
と
移
行
し

つ
つ
あ
り
、
と
く
に
都
会
で
は
老
年
者
の
適
応
が
次

第
に
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
精
神
病
院
入
院
老
人

も
次
第
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
こ
と
は
、
厚
生
省
が
昭

和
二
十
九
年
度
と
同
―
―
-
＋
八
年
度
に
行
な
っ
た
全
国

明

治

初

期

精
神
衛
生
の
歩
み

明
治
初
期
に
お
い
て
は
、
精
神
衛
生
対
策
と
し
て

は
全
く
法
的
規
制
の
な
い
ま
ま
に
推
移
し
て
い
た
。

こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
精
神
医
学
は
進
歩
し
て
お

ら
ず
、
精
神
病
の
治
療
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
加
持

祈
菌
に
頼
っ
て
お
り
、
社
寺
の
楼
塔
は
精
神
病
者
の

収
容
施
設
の
ご
と
き
観
が
あ
っ
た
。

明
治
の
衛
生
行
政
が
、
本
格
的
軌
道
に
の
り
出
し

た
の
は
、
明
治
六
年
、
文
部
省
の
医
務
課
が
医
務
局

と
な
り
、
明
治
七
年
、
医
制
が
発
布
さ
れ
て
か
ら
で

わ

が

国

の

精

神

衛

生

精
神
障
害
者
実
態
調
査
で
あ
り
、
後
者
で
は
と
く
に

脳
血
管
性
や
老
年
性
精
神
障
害
が
よ
り
多
く
発
見
さ

れ
て
お
り
、
対
人
口
比
も
欧
米
並
み
に
若
年
人
口
よ

り
も
老
年
人
口
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
現
象
は

将
来
次
第
に
著
し
く
な
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
と

思
わ
れ
る
。

老
年
期
の
精
神
衛
生
に
と
っ
て
も
重
要
な
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
老
年
期
精
神
障
害
を
含
む
適
応
障
害

の
早
期
治
療
と
と
も
に
、
一
般
老
人
の
精
神
健
康
の

保
持
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
老

年
期
に
お
い
て
も
家
庭
や
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
と

い
う
役
割
意
識
を
も
た
せ
、
役
割
期
待
が
生
ず
る
よ

執

筆

者

乳

幼

児

期

ー

菅

野

重

道

学
童
期
•
青
年
期
ー
池
田
由
子

壮
年
期
・
老
年
期
ー
加
藤
正
明

う
な
方
策
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
病
院

・
施
設
内
で
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
活
発

に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
家
庭
老
人
に
対
す
る
老
人
ク

ラ
ブ
や
老
年
者
通
園
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
お
け
る
精
神

衛
生
的
考
慮
が
十
分
に
払
わ
れ
る
よ
う
、
精
神
科
医

を
は
じ
め
と
す
る
精
神
衛
生
の
専
門
家
が
、
こ
れ
ら

の
領
域
で
活
動
し
得
る
基
礎
が
つ
く
ら
れ
る
必
要
が

あ
る
。

- 10 -



あ
り
、
こ
の
医
制
の
―
つ
に
郷
狂
院
の
設
立
に
関
す

る
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
、
掘
狂
院
の
設
置
は
遅
々

と
し
て
進
ま
ず
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
精
神
病
者
の

大
多
数
は
、
私
宅
に
監
置
さ
れ
て
、
人
間
的
な
取
扱

い
を
う
け
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
西
洋
医
学
が
、
漸
次
輸
入

さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
衛
生
行
政
が
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
精
神
衛
生
対
策
の
面
も
新
た

な
方
向
へ
と
展
開
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
明
治
八
年
に
は
、
ド
ー
ニ
ッ
ツ
が
警
視
庁
に

お
い
て
精
神
病
の
講
義
を
行
な
っ
た
し
、
日
本
最
初

の
公
立
病
院
で
あ
る
京
都
府
郷
狂
院
が
設
立
さ
れ
、

九
年
に
は
、
近
代
精
神
病
学
初
の
専
門
書
で
あ
る

「
精
神
病
的
説
」
が
出
版
さ
れ
、
十
一
年
に
は
、
日

本
最
初
の
近
代
的
私
立
病
院
と
し
て
加
藤
風
掘
病

院
が
開
設
さ
れ
、
十
二
年
に
は
、
ベ
ル
ツ
博
士
が
東

京
大
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
近
代
精
神
病
学
を
ま
た

ロ
ー
レ
ッ
ツ
博
士
が
愛
知
医
学
校
に
お
い
て
精
神
病

学
を
講
義
し
た
。
十
三
年
に
は
医
学
校
初
の
精
神
病

舎
が
愛
知
県
病
院
に
設
置
さ
れ
、
十
七
年
に
は
、
岩

倉
躙
狂
院
が
開
設
さ
れ
、
十
九
年
に
は
、
帝
大
医
科

大
学
に
精
神
病
学
教
室
が
置
か
れ
、
同
年
十
二
月
に

は
、
日
本
人
最
初
の
講
義
と
し
て
榊
傲
教
授
が
東
大

に
お
い
て
精
神
病
学
の
講
義
を
行
な
っ
た
。
さ
ら
に

二
十
八
年
に
は
、
代
表
的
な
精
神
病
学
の
成
書
と
し

て
呉
秀
三
纂
訳
「
精
神
病
学
」
が
発
行
さ
れ
る
等
医

学
の
面
に
お
い
て
も
徐
々
に
そ
の
基
礎
が
固
め
ら
れ

て
行
っ
た
。

精
神
病
者
監
護
法
の
制
定

明
治
三
十
年
代
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
相
当
長
い

間
も
っ
ば
ら
地
方
の
規
制
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
精
神

障
害
者
に
関
す
る
全
国
的
法
規
制
が
よ
う
や
く
出
現

す
る
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
路
頭
に
さ
ま

よ
う
救
護
者
の
な
い
精
神
病
者
の
保
護
の
規
制
と
し

て
、
明
治
三
十
二
年
「
行
旅
病
人
お
よ
び
行
旅
死
亡

人
取
扱
法
」
が
公
布
さ
れ
、
つ
い
で
明
治
二
十
年
の

い
わ
ゆ
る
相
馬
事
件
な
ど
が
重
要
な
き
っ
か
け
と
な

っ
て
精
神
病
の
保
護
に
関
す
る
最
初
の
一
般
的
法
律

「
精
神
病
者
監
護
法
」
が
明
治
三
十
三
年
三
月
公
布

さ
れ
、
同
年
七
月
一
日
施
行
と
な
り
、
ま
た
同
年
六

月
二
十
八
日
「
精
神
病
者
監
護
法
施
行
規
則
」
が
定

め
ら
れ
て
、
精
神
病
者
の
監
督
お
よ
び
保
護
の
責
任

を
明
ら
か
に
し
、
不
当
な
人
権
侵
害
を
排
除
し
、
さ

ら
に
監
督
の
実
施
を
行
政
庁
の
許
可
ま
た
は
届
出
と

し
、
監
督
の
適
正
を
図
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
監

置
の
方
法
に
お
い
て
私
宅
監
置
を
も
許
し
て
い
た
の

で
、
医
療
保
護
の
面
で
は
、
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ

り
、
社
会
の
変
化
に
伴
う
精
神
病
者
の
漸
増
と
精
神

医
学
の
進
歩
と
は
、
精
神
障
害
者
対
策
を
こ
の
よ
う

な
消
極
的
な
範
囲
に
止
ま
ら
せ
て
置
く
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
三
十
四
年
に
は
本

邦
精
神
医
学
の
先
駆
者
と
い
わ
れ
る
呉
秀
三
が
東
大

教
授
と
な
り
、
明
治
三
十
五
年
に
は
精
神
病
者
救

治
会
が
設
立
さ
れ
、
日
本
で
は
じ
め
て
精
神
衛
生
運

動
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
日
本
神

経
学
会
も
発
足
し
、
ま
た
三
十
九
年
、
「
官
立
医
学

校
二
精
神
科
設
置
」
の
決
議
を
行
な
っ
た
し
、
明
治

四
十
年
に
は
、
北
海
道
に
道
府
県
外
の
公
立
精
神
病

院
の
初
と
し
て
、
公
立
函
館
区
立
精
神
病
院
が
開
設

さ
れ
た
。
明
治
四
十
二
年
に
、
明
治
四
十
一
年
一
月

以
降
、
公
立
精
神
病
院
お
よ
び
そ
の
退
院
者
に
つ
き

詳
細
な
調
査
を
行
な
っ
た
結
果
、
患
者
数
二
万
五

千
、
病
床
二
千
五
百
、
私
宅
監
置
約
三
千
と
い
う
よ

う
な
精
神
病
者
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
収

容
施
設
の
整
備
拡
充
の
必
要
な
こ
と
が
わ
か
り
、
明

治
四
十
四
年
、
「
官
公
立
精
神
病
院
設
置
」
の
決
議

が
な
さ
れ
た
。

精
神
病
院
法
の
制
定

明
治
末
年
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
近
代
国
家
と
し

て
の
体
制
を
整
え
た
わ
が
国
は
衛
生
行
政
の
面
に
お

い
て
も
新
た
な
段
階
に
入
り
、
さ
ら
に
社
会
生
活
の

複
雑
化
に
伴
う
精
神
障
害
者
の
増
加
と
医
学
の
一
般

の
進
歩
は
、
監
護
の
段
階
か
ら
医
療
対
策
へ
と
前
進
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せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
大
正
五
年
、
保
健
衛
生
調
査
会
が
設
置
さ

れ
、
大
正
六
年
六
月
三
十
日
、
精
神
障
害
者
の
全
国

一
斉
調
査
が
行
な
わ
れ
、
精
神
病
者
総
数
は
約
六
万

五
千
、
精
神
病
院
等
に
入
院
中
の
も
の
約
五
千
、
私

宅
監
置
を
含
め
て
約
六
万
の
患
者
が
放
置
さ
れ
て
い

る
と
い
う
実
状
、
病
院
を
含
む
精
神
病
者
収
容
施
設

を
も
っ
て
な
い
県
が
二
八
県
も
あ
り
、
在
院
患
者
の

ほ
ぼ
四
分
の
三
が
東
京
、
京
都
、
大
阪
に
お
り
、
東

京
に
は
そ
の
二
分
の
一
が
収
容
さ
れ
て
い
る
等
の
実

態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
よ

り
、
大
正
八
年
、
「
精
神
病
院
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。

こ
の
法
の
制
定
に
よ
り
、
国
は
都
道
府
県
に
た
い
し

て
精
神
病
院
の
設
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
か
つ
そ
の
設
置
さ
れ
た
病
院
に
た
い
し
、

国
庫
補
助
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
精
神
病
院
の
普

及
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
大
正
九

年
に
は
日
本
精
神
病
院
協
会
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ

る。
し
か
し
な
が
ら
、
公
立
精
神
病
院
の
建
設
は
予
算

不
足
等
の
た
め
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
僅
か
に
、
大

正
十
四
年
の
鹿
児
島
保
養
院
、
昭
和
元
年
の
大
阪
中

宮
病
院
、
昭
和
四
年
の
神
奈
川
芹
香
院
、
昭
和
六
年

の
福
岡
筑
紫
保
養
院
、
昭
和
七
年
の
愛
知
城
山
病
院

を
数
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。

精
神
衛
生
法
の
制
定

前
述
の
ご
と
く
、
公
立
精
神
病
院
の
建
設
は
遅
々

と
し
て
は
か
ど
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
在
野
精
神
障

害
者
数
は
増
加
し
、
昭
和
六
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
患

者
総
数
七
万
余
に
た
い
し
、
収
容
数
は
約
一
万
五
千

で
あ
り
、
諸
外
国
に
比
し
て
人
口
あ
た
り
病
床
は
十

分
の
一
の
低
さ
を
示
し
、
病
院
数
約
九

0
で
、
病
院

法
に
よ
る
施
設
を
も
つ
府
県
は
僅
か
三
府
一
七
県
で

あ
っ
た
。
昭
和
元
年
に
は
日
本
精
神
衛
生
会
が
設
置

さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和
十
三
年
に
厚
生
省
が
設
置
さ

れ
、
衛
生
行
政
の
機
構
が
確
立
さ
れ
た
に
か
か
わ
ら

ず
、
精
神
衛
生
対
策
は
十
分
な
効
果
を
あ
げ
る
に
い

た
ら
な
か
っ
た
。
こ
と
に
戦
時
に
お
い
て
は
、
精
神

病
者
の
保
護
は
全
く
か
え
り
み
ら
れ
ず
、
精
神
病
床

も
戦
火
に
よ
る
消
失
や
経
営
難
に
よ
り
閉
鎖
さ
れ
、

昭
和
十
五
年
に
は
、
約
二
万
五
千
床
も
あ
っ
た
病
床

は
終
戦
的
に
は
約
四
千
床
に
ま
で
減
少
し
た
。

戦
後
は
欧
米
の
最
新
の
精
神
衛
生
に
関
す
る
知
識

の
導
入
が
あ
り
、
か
つ
公
衆
衛
生
の
向
上
増
進
を
国

の
責
務
と
し
た
新
憲
法
の
成
立
に
よ
り
、
精
神
障
害

者
の
医
療
保
護
の
徹
底
化
と
精
神
衛
生
が
単
に
精
神

病
の
治
療
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
予
防
か
ら
広
く
一
般

国
民
の
精
神
的
健
康
の
保
持
向
上
に
お
よ
ぶ
べ
き
で

あ
る
と
い
う
理
念
が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和

二
十
五
年
、
医
療
保
護
の
み
な
ら
ず
予
防
対
策
を
含

め
た
は
ば
の
広
い
「
精
神
衛
生
法
」
が
制
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
制
定
に
よ
り
、
従
来
の
私

宅
監
懺
制
度
は
原
則
と
し
て
廃
止
さ
れ
、
精
神
病
者

は
医
療
機
関
で
医
療
保
護
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
、

鑑
定
医
制
度
が
採
用
さ
れ
て
精
神
障
害
者
の
人
権
が

尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
対
象
を
精
神
病
者

の
み
な
ら
ず
、
精
神
薄
弱
者
、
精
神
病
質
者
等
に
ま

で
拡
大
し
、
精
神
衛
生
対
策
の
飛
躍
的
発
展
を
期
し

た
の
で
あ
る
。

精
神
衛
生
法
以
後

昭
和
二
十
七
年
に
は
、
国
立
精
神
衛
生
研
究
所
が

設
置
さ
れ
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
研

究
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
二
十
八
年
に
は
、
日
本
精
神
衛
生
連
盟
が
結

成
さ
れ
、
同
年
十
一
月
に
は
第
一
回
全
国
精
神
衛
生

大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

一
方
、
こ
の
年
の
精
神
病
床
は
約
三
万
床
で
、
昭
和

十
五
年
の
約
二
万
五
千
床
に
く
ら
べ
よ
う
や
く
戦
前

に
回
復
し
た
が
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
の
全
国
精
神

障
害
者
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
精
神
障
害
者
の
全
国

推
定
数
は
一
三

0
万
人
、
う
ち
要
入
院
は
三
五
万
人

で
、
病
床
は
そ
の
十
分
の
一
に
も
み
た
な
い
こ
と
が

判
明
し
、
よ
っ
て
同
年
法
改
正
を
行
な
っ
て
非
営
利
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法
人
の
設
置
す
る
精
神
衛
生
の
設
置
お
よ
び
運
営
に

要
す
る
経
費
に
た
い
し
、
国
庫
補
助
の
規
定
が
設
け

ら
れ
、
こ
れ
が
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
、
病
床
は
急

速
に
増
加
し
、
い
わ
ゆ
る
精
神
病
院
ブ
ー
ム
の
現
象

を
呈
し
、
五
年
後
の
昭
和
―
二
十
五
年
に
は
約
九
万
五

千
床
に
達
し
、
精
神
障
害
者
に
た
い
す
る
医
療
保
護

は
飛
躍
的
に
発
展
し
た
。

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
、
厚
生
省
公
衆
衛
生
局

に
精
神
衛
生
課
が
新
設
さ
れ
、
精
神
衛
生
行
政
は
一

段
と
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
治
療
に
つ
い
て
も
従
来
の
療
法
に
加
え
て

ク
ロ
ル
ー
。
フ
ロ
マ
ジ
ン
等
の
薬
物
療
法
さ
ら
に
心
理

療
法
や
作
業
療
法
等
の
治
療
方
法
が
進
歩
し
て
そ
の

寛
解
率
は
著
し
く
向
上
し
、
在
院
期
間
が
短
縮
さ

れ
、
か
つ
、
こ
れ
に
伴
な
い
予
防
対
策
や
在
宅
障
害

者
対
策
が
次
第
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
昭
和
三
十
八
年
に
は
画
期
的
な
精
神
障
害

の
実
態
調
査
が
行
な
わ
れ
、
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
全

国
的
な
精
神
障
害
者
の
数
、
医
療
の
普
及
度
等
が
明

か
に
な
り
、
昭
和
二
十
五
年
制
定
の
精
神
衛
生
法

は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
推
移
、
社
会
情
勢
の
著
し

い
変
化
、
精
神
医
学
の
目
ざ
ま
し
い
進
歩
と
い
う
新

ら
し
い
事
態
に
即
応
し
得
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、

精
神
障
害
に
関
す
る
発
生
予
防
か
ら
、
治
療
、
社
会

復
帰
ま
で
の
一
貫
し
た
施
策
を
内
容
と
す
る
法
の
全

面
改
正
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
た
ま

た
ま
三
十
九
年
一
二
月
、
有
名
な
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
事
件

が
発
生
し
、
精
神
障
害
者
の
不
十
分
な
医
療
の
現
状

が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
こ
れ
が
た
め
準
備
中

の
法
改
正
は
一
層
拍
車
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
よ
っ
て
同
年
五
月
厚
生
大
臣
は
法
改
正
に
つ
い

て
、
そ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
精
神
衛
生
審
議
会
に
諮

問
し
、
そ
の
答
申
を
得
て
、
同
年
二
月
、
精
神
衛
生

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
第
四
八
回
国
会
に

提
出
さ
れ
、
昭
和
四
十
年
六
月
三
十
日
を
も
っ
て
公

布
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
法
改
正
に
よ
り
、
都
道
府
県
ご
と
に
新
た
に

技
術
的
中
枢
機
関
と
し
て
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
が
設

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ほ
か
、
保
健
所
は
地
区
に

お
け
る
精
神
衛
生
行
政
の
第
一
線
機
関
と
な
り
、
在

宅
精
神
障
害
者
の
訪
問
指
導
、
相
談
が
強
化
さ
れ
、

さ
ら
に
通
院
医
療
に
た
い
す
る
公
費
負
担
制
度
が
新

設
さ
れ
、
精
神
衛
生
対
策
は
一
層
そ
の
充
実
が
期
待

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

精
神
衛
生
行
政
の
組
織

精
神
衛
生
行
政
は
公
衆
衛
生
行
政
の
一
部
門
で
あ

る
。
衛
生
行
政
は
、
家
庭
や
地
城
社
会
を
対
象
と
す

る
一
般
衛
生
行
政
と
、
学
校
生
活
を
対
象
と
す
る
学

校
保
健
行
政
お
よ
び
職
場
に
お
け
る
生
活
を
対
象
と

す
る
労
働
衛
生
行
政
に
三
大
別
さ
れ
る
。
一
般
衛
生

行
政
は
、
さ
ら
に
①
予
防
接
種
、
集
団
検
診
等
予
防

医
学
を
主
体
と
す
る
予
防
衛
生
行
政
、
②
栄
養
改

善
、
精
神
衛
生
、
ス
ポ
ー
ツ
等
健
康
増
進
を
目
的
と

す
る
保
健
衛
生
行
政
、
③
上
下
水
道
、
汚
物
等
衛
生

工
学
を
主
体
と
す
る
環
境
衛
生
行
政
、
④
医
療
の
普

及
向
上
を
は
か
る
医
務
衛
生
行
政
、
①
医
薬
品
の
生

産
配
給
と
販
売
等
に
関
す
る
薬
務
行
政
の
五
つ
に
大

別
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
、
②
を
あ
わ
せ
て
公

衆
衛
生
行
政
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
衛
生
行
政
の
活
動
分
野
に
対
応
し
て
、

い
わ
ゆ
る
衛
生
行
政
組
織
が
あ
る
。

一
般
衛
生
行
政
の
体
系
と
し
て
は
、
国
（
厚
生

省
）
ー
都
道
府
県
（
衛
生
主
管
部
局
）
ー
保
健
所
ー

市
町
村
（
衛
生
主
管
部
局
課
）
の
一
貫
し
た
体
系
が

確
立
さ
れ
て
い
る
。

精
神
衛
生
行
政
の
組
織
に
つ
い
て
み
る
と
、
国
の

レ
ベ
ル
に
お
い
て
衛
生
行
政
を
担
当
し
て
い
る
の
は

厚
生
省
で
あ
り
、
そ
の
厚
生
省
で
直
接
衛
生
行
政
に

関
係
あ
る
内
部
部
局
は
、
公
衆
衛
生
局
、
環
境
衛
生

局
、
医
務
局
、
薬
務
局
の
い
わ
ゆ
る
衛
生
四
局
で
、

精
神
衛
生
を
担
当
す
る
局
は
公
衆
衛
生
局
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
厚
生
省
の
附
属
機
関
と
し
て
国
の
レ
ベ
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ル
に
お
け
る
科
学
技
術
の
中
枢
的
役
割
を
果
た
す
機

関
と
し
て
国
立
精
神
衛
生
研
究
所
が
あ
り
、
ま
た
民

主
的
行
政
の
運
営
を
は
か
る
た
め
の
機
関
と
し
て
中

央
精
神
衛
生
審
議
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
都
道
府
県
で
は
、
精
神
衛
生
行
政
を
担
当

す
る
衛
生
主
管
部
（
局
）
が
あ
り
、
そ
の
一
課
で
あ

る
精
神
衛
生
主
管
課
（
保
健
予
予
課
、
公
衆
衛
生
課

等
）
が
直
接
精
神
衛
生
行
政
を
担
当
し
て
い
る
。
ま

た
都
道
府
県
に
は
、
精
神
衛
生
の
向
上
を
は
か
る
た

め
の
施
設
と
し
て
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ

て
い
る
ほ
か
、
知
事
の
諮
問
機
関
と
し
て
、
精
神
衛

生
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
の
地
方
精

神
衛
生
審
議
会
お
よ
び
通
院
医
療
の
申
請
に
関
す
る

事
項
を
診
査
す
る
た
め
の
精
神
衛
生
診
査
協
議
会
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。

都
道
府
県
内
の
地
区
に
は
、
地
区
に
お
け
る
精
神

衛
生
行
政
を
担
当
す
る
保
健
所
が
あ
り
、
そ
の
標
準

組
織
は
、
総
務
、
衛
生
、
保
健
予
防
、
普
及
の
四
課

十
七
係
で
あ
り
、
直
接
精
神
衛
生
を
担
当
す
る
の
は

保
健
予
防
課
の
精
神
衛
生
係
で
あ
る
。

市
町
村
に
お
け
る
組
織
は
都
道
府
県
に
準
じ
て
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
精
神
衛
生
主
管
部
（
局
）
、
課
、
係
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
精
神
衛
生
行
政
の
組
織
を
図
示
す
れ
ば

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

公
衆
衛
生
局
—
精
神
衛
生
課

国
立
精
神
衛
生
研
究
所

中
央
精
神
衛
生
審
議
会

衛
生
主
管
部
局
ー
精
神
衛
生
主
管
課

地
方
精
神
衛
生
審
議
会

精
神
衛
生
診
査
協
議
会

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー

保
健
所
ー
保
健
予
防
課
ー
精
神
衛
生

係

市
町
村
衛
生
主
管
部
（
局
）
・
課
・
係

イ
国
立
精
神
衛
生
研
究
所

国
立
精
神
衛
生
研
究
所
は
、
昭
和
二
十
七
年
に
設

置
さ
れ
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
調
査
研
究
な
ら
び
に

精
神
衛
生
関
係
職
員
の
研
修
を
そ
の
任
務
と
し
、
精

神
衛
生
部
、
児
童
精
神
衛
生
部
、
社
会
精
神
衛
生
部
、

身
体
病
理
部
、
精
神
薄
弱
部
、
優
生
部
、
社
会
復
婦

部
の
研
究
七
部
と
総
務
の
一
課
が
お
か
れ
て
い
る
。

ロ
中
央
精
神
衛
生
審
議
会

精
神
衛
生
行
政
の
実
施
に
あ
た
り
、
精
神
衛
生
に

関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
行
政
の
公
正
妥
当
を

期
す
る
た
め
、
厚
生
省
の
附
属
機
関
と
し
て
中
央
精

神
衛
生
審
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
審
議
会
は

厚
生
大
臣
の
諮
問
に
答
え
る
ほ
か
、
精
神
衛
生
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
関
係
大
臣
に
意
見
具
申
を
す
る

権
限
を
有
し
て
い
る
。
審
議
会
の
委
員
は
一
五
人
で

都
道
府
県

厚

生

省

関 係 予 算

（単位：千円）

I 2. 精神衛生関係施設整備補助

1精神病院整備費精神衛生センター
補助金 整備費等補助金

(1) I (2) 

| 
349, 2581 41, 
330,4411 38 
338, 0211 48, 
293, 8191 47, 
257,822 50, 

1 234, 167 96, 

I f腐：盟悶
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任
期
三
年
、
精
神
衛
生
に
関
し
学
識
経
験
あ
る
者
お

よ
び
関
係
行
政
機
関
の
公
務
員
の
う
ち
か
ら
、
厚
生

大
臣
が
任
命
す
る
。

ハ
地
方
精
神
衛
生
審
議
会

都
道
府
県
に
お
け
る
精
神
衛
生
行
政
に
関
し
、
必

要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
各
都
道
府
県
ご

と
に
地
方
精
神
衛
生
審
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ

の
審
議
会
は
、
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
答
え
る
ほ

か
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
関
し
て
都
道
府
県

知
事
に
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
審
議
会

の
委
員
は
一

0
人
以
内
、
精
神
衛
生
に
関
し
学
識
経

験
の
あ
る
者
お
よ
び
関
係
行
政
機
関
の
う
ち
か
ら
都

道
府
県
知
事
が
任
命
し
任
期
は
三
年
で
あ
る
。

二
精
神
衛
生
診
査
協
議
会

都
道
府
県
に
お
け
る
通
院
医
療
費
公
費
負
担
に
た

い
す
る
申
請
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
診
査
し
、
公

費
負
担
の
決
定
に
関
し
て
都
道
府
県
知
事
に
意
見
を

具
申
す
る
機
関
で
、
各
都
道
府
県
ご
と
に
設
饂
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
協
議
会
の
委
員
は
五
人
で
、
精
神
障

害
者
の
医
療
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
お
よ
び

関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
都
道
府
県
知
事

が
任
命
し
、
任
期
は
二
年
で
あ
る
。

要
入
院
患
者
に
比
し
、
精
神
病
床
が
不
足
し
て
い

る
の
で
、
昭
和
二
十
七
年
度
以
降
、
都
道
府
県
立
の

精
神
病
院
の
新
設
お
よ
び
増
床
に
た
い
し
て
補
助
金

を
交
付
し
、
そ
の
整
備
促
進
が
は
か
ら
れ
て
い
る
昭

和
二
十
九
年
度
以
降
は
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
都
道
府
県

立
以
外
の
市
町
村
立
お
よ
び
日
赤
、
厚
生
連
等
の
公

的
医
療
機
関
立
の
精
神
病
院
に
も
補
助
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
精
神
病
院
に
た
い
す
る
補
助
は
、

精
神
衛
生
法
に
基
づ
き
、
そ
の
要
す
る
費
用
の
二
分

の
一
以
内
の
額
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
予
算
額
は
、

□
国

庫

補

助

←) 

精
神
衛
生
の
財
政

精
神
衛
生
関
係
予
算

精
神
衛
生
対
策
は
、
厚
生
省
に
お
け
る
重
点
施
策

で
あ
る
の
で
そ
の
伸
び
は
ま
こ
と
に
め
ざ
ま
し
い
も

の
が
あ
る
。
昭
和
四
十
七
年
度
の
国
の
精
神
衛
生
関

係
の
予
算
総
額
は
五
―
二
億
円
で
、
こ
れ
を
精
神
病

院
法
の
制
定
当
時
の
予
算
約
三
万
円
に
く
ら
べ
る
と

驚
異
的
な
数
字
で
あ
り
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
年
度
の

一
六
四
億
、
四
十
六
年
度
三
九
七
億
円
と
著
る
し
い

増
加
を
示
し
て
い
る
。

表1 精 神 衛 生

l¥＼事項 1. 精神衛生費補助

予年＼ 精神障害者措 法施行事務！精神衛生センI
麟 ＼髯院費等慧贋‘[書費補詈 祠ヽ塁営費喜I
I 
1 40年度 15,694,323| 15,8541 

41. I 20, 004, 472 
| 215, 307l33, 8691 

673,556 I 41; 160! 6; 8021 
42 21, 437, 160 597, 723 44, 013| I 11,389 
43 24, 200, 074 570, 2351 43, 0581 16, 606 
44 26, 982, 221 602, 652 47, 247| 19, 817 

I 45 I 35, 061, 6391 665, 5591 52, 2121 21, 662 
l 46 38, 429, 040 875, 364 56, 955! 35, 4381 

, 473, 340 1, 291, 747 64, 301I 55, 6941 I 

i I ___l___________ I l I 

（注） 予算額は当初予算である。
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（三）
昭
和
二
十
七
年
度
の
六
千
八
百
万
円
か
ら
、
三
十
年

度
二
億
八
千
万
円
、
三
十
五
年
度
一
億
五
千
万
円
、

四
十
年
度
三
億
五
千
万
円
と
増
加
し
、
こ
れ
ら
の
国

庫
補
助
が
重
要
な
契
機
と
な
り
、
病
床
は
急
激
に
増

加
し
、
昭
和
二
十
八
年
の
三
万
床
か
ら
、
三
十
五
年

に
は
九
万
五
千
床
、
四
十
年
に
は
一
七
万
床
、
四
十

七
年
四
月
現
在
で
は
二
五
万
四
千
床
に
達
し
た
。
ま

た
、
措
置
入
院
に
は
加
、
通
院
医
療
に
は
出
の
補
助

が
行
な
わ
れ
る
ほ
か
、
法
施
行
事
務
費
あ
る
い
は
精

神
衛
生
セ
ン
タ
ー
整
備
に
つ
い
て
も
国
庫
よ
り
の
補

助
が
行
な
わ
れ
精
神
障
害
者
の
医
療
保
護
は
飛
躍
的

に
発
展
し
た
。

資

金

の

助

成

国
は
地
方
公
共
団
体
の
行
な
う
病
院
事
業
に
た
い

し
て
、
政
府
資
金
等
に
よ
り
資
金
の
助
成
を
行
な
っ

て
い
る
し
、
公
立
病
院
以
外
の
病
院
に
は
医
療
金
融

公
庫
に
よ
り
、
資
金
の
助
成
を
行
な
っ
て
い
る
。

医
療
金
融
公
庫
に
よ
る
融
資
は
、
精
神
病
院
の
新

増
改
築
機
械
購
入
、
運
転
資
金
等
に
た
い
し
て
、
昭

和
三
十
五
年
度
か
ら
、
厚
生
年
金
の
融
資
は
昭
和
二

十
七
年
度
か
ら
、
国
民
年
金
の
融
資
は
昭
和
三
十
六

年
度
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
開
始
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
資
金
の
助
成
は
、
前
項
の
国
庫
補
助
と

相
並
ん
で
精
神
病
床
の
増
設
等
に
大
い
に
寄
与
し
て

日

精

神

障

害

者

と

は

四 い
る
。

医療金融公庫融資の状況

額総病床数精神病床数

4,152,060千円1 10,881床 i 
I 

6, 914,800 | 15, 833 
11,863,880 i 17,634 
11, 862, 960 I 15, 209 
14, 536, 190 I 16, 768 
17,068,100 i 20,770 
20,700, 000 1 23, 066 
23,121,490 I 16,711 
28, 666, 780 I 13, 702 
37,259,680 I 11,284 
32,657,250 I 12,425 
12, 548, 016 I 11, 523 

表 2

総

一

，

＇

ー度年5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
 

和昭

精
神
障
害
者
の
実
態

融 資

2,434床
7,659 
8,013 
6,127 
7,170 
8,445 
8,681 
6,147 
3,057 
6,057 
2,291 
1,817 

医療金融公庫による精神病院への貸付状況

鸞点り増加臀認聾踪 19攣霊
施I病 施病 施病 施病
設，床

! 
金額設床金額設 床金額設床 1 金

数数 1 数数 数数 数数|

昭和 1 床千円II床 千円 I 床 千円 l肉 千円
42年度 24!2, 4121 686, 1001 4813, 73511, 002, 8741 42i2, 6541 855, 7261114:8, 80112, 544, 100 
43 9| 785 391, 800 442, 272 961, 430 391, 912 947, 370 92|4, 969:2, 300, 600 
44 I 2212, 2971 992, 4001 6813, 74811, 505, 9961 5212, 58711, 216, 7041149;8, 63213, 715, 100 
45 I 71 7121 333, 9001 3611, 579;1, 147, 8421 28i2, 60411, 579, 0581 7114, 895;3, 060, 800 
46 | 3 313 1 192, 0001 531, 5041 769, 373 557, 89114, 699,42711119, 708|5, 660,800 

表 2, 3表とも次により計上した。
(1) 各年度に貸付決定した精神病院（精神病床が全病床のうち過半数を占めたも

ののみ）について計上した。
(2) 金額は建築資金を計上した。

表 5

合 計

区 分

額

注
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精
神
衛
生
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
的
で
あ
る
精

神
障
害
者
の
医
療
お
よ
び
保
護
を
全
う
す
る
た
め
、

対
象
範
囲
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
第
三
条
で

「
精
神
障
害
者
と
は
、
精
神
病
者
（
中
毒
性
精
神
病

者
を
含
む
。
）
、
精
神
薄
弱
者
お
よ
び
精
神
病
質
者
を

い
う
。
」
と
定
義
し
て
い
る
。

昔
は
精
神
病
と
い
う
の
は
原
因
が
不
明
な
の
で
症

状
に
よ
っ
て
診
断
し
て
い
く
よ
り
仕
方
が
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
放
火
狂
と
か
色
情
狂
と

か
の
診
断
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
精
神
病
も
ま
た
原
因
に
よ
っ
て
分
類
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
起
り
、
現
在
で
は
一
般

に
は
そ
の
原
因
に
従
っ
て
内
因
性
精
神
病
と
外
因
性

精
神
病
に
分
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

内
因
性
精
神
病
と
外
因
性
精
神
病

内
因
と
は
内
部
的
原
因
で
素
質
（
素
因
）
と
も
呼

ば
れ
、
外
因
と
は
外
部
的
で
そ
の
な
か
に
身
体
的
原

因
と
社
会
的
・
心
理
的
原
因
と
が

i

含
ま
れ
る
。
通

常
、
精
神
病
は
内
因
と
外
因
と
の
か
ら
み
合
い
か
ら

起
り
、
内
因
が
大
き
け
れ
ば
外
因
は
小
さ
く
と
も
発

病
す
る
し
、
ま
た
反
対
に
外
因
が
大
き
け
れ
ば
内
因

は
小
さ
く
と
も
発
病
す
る
。
内
因
が
主
因
で
あ
る
精

神
病
は
内
因
性
精
神
病
と
呼
び
、
精
神
病
に
な
り
や

す
い
体
質
的
な
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
た
め
軽
い
外
因

で
発
病
し
や
す
い
も
の
で
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と

表5 昭和58年精神障害実態調査

精神障害者数

総数

精神病

精神薄弱

その他

全国推計数

124万人

57万人

40万人

27万人

処遇現在精神障害者百笈墾

処遇の状況

在宅のまま精神科専門の指導を

うけている 1% 

精神病院または精神病室に入っ

ている 3% 

1在宅のまま精神科専門医以外の

I 
医師保健所により指導をうけ

ている 5% 

lその他 91% 
！ 

数り）竺;;り閃麿誓贄盆111有病要するも
設に収容たは指導

率 の 〖喜する鸞喜する II 必要な処遇別精神障害者数

万人 万人万人万人

総 数 124(12.9)28(3.0) 7(0.7)89(9.3) 総数

精神病 57(5.9)21(2.2) 2(0. 1)35(3.6) 要収容治療

精神薄弱 40(4.2) 3(0.4) 5(0.5)32(3.3) 要家庭治療

その他 27(2.8)4(0.4)-(0.05)22(2.3) 要家庭指導

医療を

総 数 うけて

総 数

精神病

精神薄弱

その他

総

100 

100 

100 

100 

いる

30. 1 

45.4 

6.0 

33.3 

表4 昭和29年精神障害実態調査

精神障害者数

有病率人口千対 全国推計数

12.9 総 数 130万人

5.9 精神病 45万人

4.2 精神薄弱 58万人

2.8 その他 27万人

精神衛生
相談所等
その他の
施設の指
導をうけ
ている

5.2 

1. 9 

13.0 

0.8 

必要な処置別精神障害省~・有罰詞:

在宅の

患 者

64. 7 

52.7 

81. 0 

65.9 

有病率人口千対

14.8 

5.2 

6.6 

3.0 

全国推計数

130万人

46万人

38万人

46万人

1.24万人

3. 72万人

6.20万人

118万人

有病率人口千対

14 

5 

4 

5 
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し
て
、
精
神
分
裂
病
、
躁
う
つ
病
、
真
性
て
ん
か
ん

お
よ
び
一
部
の
精
神
薄
弱
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

外
因
性
精
神
病
は
物
理
的
•
生
理
的
な
侵
害
が
身

体
に
加
わ
っ
て
お
き
る
精
神
病
（
た
と
え
ば
、
脳
外

傷
、
脳
膜
炎
、
脳
炎
、
脳
梅
毒
、
脳
動
脈
硬
化
、
一

般
の
急
性
伝
染
病
、
急
性
慢
性
中
毒
、
内
分
泌
疾

患
、
代
謝
疾
患
、
ビ
タ
ミ
ン
欠
乏
な
ど
の
際
に
み
ら

れ
る
も
の
）
と
社
会
的
・
心
理
的
原
因
、
た
と
え
ば

親
子
、
夫
婦
、
家
族
、
職
場
、
恋
愛
な
ど
に
お
け
る

人
間
関
係
の
葛
藤
な
ど
が
原
因
と
な
っ
て
お
き
る
精

神
病
で
、
こ
の
代
表
が
神
経
症
（
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
）
で

あ
る
。以

上
が
現
在
一
般
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
原
因
の
わ

け
方
で
あ
る
が
な
か
な
か
こ
の
二
つ
だ
け
に
割
り
切

れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

通
常
精
神
病
と
い
う
場
合
に
は
、
精
神
分
．
裂
病

（
症
状
に
よ
る
病
型
に
単
一
型
、
破
瓜
型
、
緊
張

型
、
妄
想
型
等
が
あ
る
。
）
、
躁
う
つ
病
、
て
ん
か

ん
、
中
毒
性
精
神
病
（
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
麻
薬
中

毒
等
に
よ
る
も
の
）
、
脳
器
質
性
精
神
病
（
頭
部
外

傷
、
脳
の
血
管
障
害
、
脳
腫
瘍
、
脳
梅
毒
等
に
よ
る

も
の
）
を
含
み
、
精
神
薄
弱
に
は
そ
の
症
状
と
し
て

白
痴
、
痴
愚
、
ろ
鈍
が
あ
る
。
そ
の
特
殊
型
と
し

て
、
グ
ウ
ン
症
候
群
、
ク
レ
チ
ン
病
、
小
頭
症
、
フ

ェ
ニ
ー
ル
ケ
ト
ン
尿
症
等
が
あ
る
。
精
神
病
質
は
性

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
十
九
年
お
よ
び
三

十
八
年
に
精
神
衛
生
実
態
調
査
を
全
国
調
査
と
し
て

実
施
し
、
入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
み
で
な
く
、
家

庭
に
い
る
精
神
障
害
者
の
実
態
、
そ
の
社
会
的
経
済

的
背
景
か
ら
、
治
療
に
よ
る
将
来
の
見
通
し
な
ど
を

調
査
し
た
。
昭
和
三
十
八
年
の
精
神
衛
生
実
態
調
査

を
主
と
し
、
比
較
可
能
な
も
の
は
二
十
九
年
と
対
比

し
つ
つ
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
精
神
障
害
者

昭
和
三
十
八
年
の
調
査
で
は
、
精
神
障
害
を
統
計

上
、
精
神
病
、
精
神
薄
弱
、
そ
の
他
に
区
分
し
、
精

神
病
に
は
精
神
分
裂
病
、
躁
う
つ
病
、
て
ん
か
ん
、

脳
器
質
性
精
神
障
害
、
そ
の
他
の
精
神
病
を
含
め
て

い
る
。
精
神
薄
弱
は
精
神
医
学
的
に
白
痴
、
痴
愚
程

度
を
対
象
と
し
、
そ
の
他
に
は
中
毒
性
精
神
障
害
、

精
神
病
質
、
神
経
症
そ
の
他
を
含
め
て
い
る
。

（
脳
器
質
性
精
神
障
害
と
は
梅
毒
性
精
神
障
害
、

初
老
期
老
年
精
神
障
害
、
脳
動
脈
硬
化
症
、
脳
卒
中

（二）
格
異
常
で
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
性
格
異
常
、
分
裂
症
性

性
格
異
常
、
て
ん
か
ん
性
性
格
異
常
、
執
着
性
性
格

異
常
が
あ
る
。
神
経
症
に
は
不
安
神
経
症
、
神
経
衰

弱
、
心
気
症
、
強
迫
神
経
症
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
等
が
あ

る。

精
神
障
害
者
数

表 7 脳器質性精神障害 表6 精神病総数・有病率

38 年

脳器質性精神障害

脳血管性によるもの

頭部外傷によるもの

脳炎脳膜炎によるもの

梅毒によるもの

老人性痴呆奇型その他

100.0形

51. 6 

16.8 

9. 5 

6.3 

15.8 

I 
! 29 

数；

I精神 分 裂 病 I

躁うつ病 i

、てんかん！

脳器質性精神障害
！ 

、その他の精神病 I

精 神 病 総

（人口千対）

I 
年 i38 

I 
： 

I 

I 

I 

5.2 

2.3 

0.2 

1. 4 

1.0 

0.3 

年

5.9 

2.3 

0.2 

1.0 

2.2 

0.2 

- 18 -



後
遺
症
、
頭
部
外
傷
後
遺
症
等
を
い
い
、
中
毒
性
精

神
障
害
と
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
睡
眠
剤
、
覚

醒
剤
そ
の
他
に
よ
る
慢
性
中
毒
を
い
う
。
）

二
、
精
神
障
害
者
数
、
有
病
率

全
国
精
神
障
害
者
推
計
数
は
一
―
]
四
万
人
、
人
口

千
人
に
つ
き
ニ
一
・
九
人
で
あ
る
。
二
十
九
年
調
査

で
は
、
全
国
で
一
三

0
万
人
、
人
口
千
人
に
つ
き
一

四
・
八
人
で
あ
る
。

〔
精
神
病
〕
精
神
障
害
の
う
ち
、
精
神
病
五
七
万

人
、
人
口
千
対
五
・
九
で
、
二
十
九
年
は
四
五
万
人
、

人
口
千
対
五
・
ニ
で
あ
る
。
精
神
分
裂
病
は
二
二
万

人
、
人
口
千
対
ニ
・
三
、
躁
う
つ
病
は
一
一
万
人
、
て
ん

か
ん
一

0
万
人
で
そ
れ
ぞ
れ
人
口
千
対

0
・
ニ
、
一

・
O
で
二
十
九
年
と
あ
ま
り
変
化
が
な
い
。
脳
器
質

性
精
神
障
害
は
ニ
―
万
人
で
人
口
千
対
ニ
・
ニ
で
二

十
九
年
の
人
口
千
対
一

・
O
に
比
し
約
二
倍
の
増
加

で
あ
る
。
こ
の
脳
器
質
性
精
神
障
害
の
約
半
数
が
脳

血
管
性
で
、
そ
の
他
は
頭
部
外
傷
、
老
人
痴
呆
等
で

い
ず
れ
も
最
近
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
口
の
老

年
化
や
交
通
事
故
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

〔
精
神
薄
弱
〕
精
神
薄
弱
は
、
そ
の
程
度
に
よ
っ

て
白
痴
、
痴
愚
、
ろ
鈍
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
調
査
で

は
ろ
鈍
を
除
外
し
て
精
神
医
学
的
に
白
痴
、
痴
愚
と

診
断
さ
れ
た
も
の
の
み
を
対
象
と
し
た
。
こ
の
概
念

に
は
い
る
精
神
薄
弱
は
四

0
万
人
、
人
口
千
対
四
・

表 8 診断別精神障害者有病率百分率 （昭和38年）
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表10

昭

年令別精神障害者推計数

和 29 年

精神障牢 1有 病 率
者 薮＿（人口千対）

昭

推計人口 推計人口

千人 千人
96,1千56人 1,2千40人総 数 87,697 1,300 14.8 12.9 

0~9オ 20,044 114 5. 7 15,937 123 7. 7 

10~19 18,178 282 15.5 20,322 232 11. 4 

20~29 15,713 256 16.3 17,279 135 7.8 

30~39 10,775 227 21. 1 14,978 235 15.7 

40~49 9,085 176 19.4 10,259 198 19.3 

50~59 6,862 124 18, 1 8,287 136 16.4 

60~ 7,038 121 17.2 9,094 181 19.9 

害
数

38
障神精

者

和 年

有病率
（人口千対）

1

一
で
あ
る
。

〔
そ
の
他
〕
中
囃
性
精
神
障
害
は
七
万
人
、
精
神

病
質
は
五
万
人
、
神
経
症
は
一

0
万
人
、
そ
の
他
が

四
万
人
で
人
口
千
対
そ
れ
ぞ
れ
0
・
七
、
0
•
五
、

一
・
一
、0
•
五
で
あ
る
。

三
、
性
、
年
齢
別

性
別
の
精
神
障
害
者
数
は
男
六
六
•
四
万
人
、
女

五
七
•
四
万
人
で
人
口
千
対
男
一
四
•
一
、
女
―
-
•

八
で
男
に
高
い
。
二
十
九
年
の
調
査
で
も
同
様
で
あ

る。
年
齢
別
に
み
る
と
一
般
的
に
年
齢
の
高
く
な
る
ほ

ど
有
病
率
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

年
齢
別
に
診
断
別
構
成
を
み
る
と
若
年
齢
で
は
精

神
薄
弱
の
割
合
が
高
い
が
青
壮
年
層
で
は
精
神
分
裂

病
そ
の
他
の
割
合
が
多
く
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
年

齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
脳
器
質
性
精
神
障
害
の

占
め
る
割
合
が
多
く
な
る
。

四
、
精
神
障
害
者
の
社
会
経
済
的
背
兼

〔
地
域
別
〕
地
域
を
農
業
漁
業
地
区
、
商
業
工
業

地
区
そ
の
他
の
三
地
区
に
区
分
し
て
精
神
障
害
者
の

有
病
率
を
み
る
と
農
漁
地
区
が
最
も
高
く
、
つ
い
で

商
工
地
区
、
最
も
低
い
の
が
住
宅
地
区
で
あ
る
。
ま

た
地
区
を
六
大
都
市
、
そ
の
他
の
都
市
、
郡
部
に
三

区
分
し
て
み
る
と
郡
部
に
最
も
高
く
、
つ
い
で
そ
の

他
の
都
市
、
最
も
低
い
の
は
六
大
都
市
で
あ
る
。

〔
世
帯
業
態
別
〕
批
帯
を
事
業
経
営
者
、
常
用
勤

労
者
世
帯
、
農
家
世
帯
、
日
雇
労
働
者
そ
の
他
の
世

帯
に
わ
け
る
と
、
日
雇
労
働
者
そ
の
他
の
世
帯
の
有

病
率
が
最
も
高
い
率
を
示
し
、
つ
い
で
農
家
世
帯
に

高
く
、
事
業
経
営
者
、
常
用
勤
労
者
世
帯
の
有
病
率

が
最
も
低
い
。

〔
医
療
保
険
加
入
階
層
別
〕
健
康
保
険
、
船
員
保

険
等
の
各
種
保
険
に
加
入
し
て
い
た
り
、
生
活
保
護

法
の
適
用
を
受
け
て
い
た
り
と
い
う
加
入
階
層
別
に

有
病
率
を
み
る
と
、
最
も
高
い
の
が
生
活
保
護
階
層

で
千
対
―
二
五
・
三
、
つ
い
で
日
雇
健
康
保
険
の
千

対
四

0
・
ニ
、
国
民
健
康
保
険
は
千
対
一
五
・
八
で

最
も
低
い
の
は
健
保
、
船
保
、
共
済
保
険
の
本
人
で

千
対
四
・
七
で
あ
る
。

〔
所
得
別
〕
低
所
得
階
層
あ
る
い
は
低
消
費
階
層

枇
帯
ほ
ど
有
病
率
が
高
い
。

〔
精
神
障
害
者
の
医
療
と
指
導
〕
三
十
八
年
の
調

査
で
精
神
障
害
者
の
ど
れ
だ
け
が
医
療
と
指
導
を
う

け
て
い
る
か
と
い
う
と
―
二
四
万
人
の
う
ち
、
医
療

を
う
け
て
い
る
も
の
三

0
•

一
形
、
指
導
を
う
け
て

い
る
も
の
五
・
ニ
％
、
医
療
も
特
別
の
指
導
も
う
け

な
い
で
家
庭
に
い
る
も
の
六
四
・
七
％
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
措
置

が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
精
神
病
院
に
入
院
治

療
を
要
す
る
者
二
八
万
人
、
精
神
病
院
以
外
の
施
設
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五
精
神
障
害
者
の
医
療

保
護

に
収
容
を
要
す
る
者
七
万
人
、
在
宅
の
ま
ま
で
精
神

神
経
科
医
の
外
来
治
療
ま
た
は
指
溝
を
必
要
と
す
る

者
四
八
万
人
、
在
宅
の
ま
ま
そ
の
他
の
指
導
を
要
す

る
者
四
一
万
人
あ
わ
せ
て
―
二
四
万
人
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

精
神
障
害
者
は
、
精
神
障
害
の
た
め
に
生
活
の
維

持
あ
る
い
は
財
産
の
保
全
能
力
を
欠
き
、
ま
た
病
識

を
有
し
な
い
た
め
、
精
神
障
害
の
医
療
を
受
け
よ
う

と
し
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
の
精
神
障
害
者
に
た
い

し
て
必
要
な
医
療
お
よ
び
保
護
を
加
え
て
、
精
神
障

害
の
治
療
を
は
か
る
と
と
も
に
あ
わ
せ
て
他
人
に
危

害
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る。
こ
の
た
め
精
神
衛
生
法
で
は
、
保
護
義
務
者
を
定

め
た
り
、
申
請
、
通
報
、
届
出
あ
る
い
は
精
神
鑑

定
、
措
置
入
院
、
緊
急
入
院
、
同
意
入
院
、
仮
入

院
、
通
院
医
療
等
や
精
神
障
害
に
関
す
る
相
談
、
訪

問
指
導
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
精
神
障
害
者
の
医
療

保
護
を
行
な
っ
て
い
る
。

精
神
衛
生
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
精
神

障
害
者
は
、
精
神
病
院
ま
た
は
他
の
法
律
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
た
施
設
以
外
の
施
設
に
収
容
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
精
神
障
害
者
を
収
容
治
療
す
る
病
院
に
は
す

べ
て
の
病
床
が
精
神
病
床
の
み
の
い
わ
ゆ
る
単
科
の

精
神
病
院
と
そ
の
他
の
病
院
に
精
神
病
室
が
併
設
さ

れ
て
い
る
も
の
と
二
種
類
が
あ
る
。

ま
た
開
設
者
別
に
み
る
と
国
立
、
都
道
府
県
立
、

市
町
村
立
、
日
赤
、
済
生
会
、
厚
生
連
等
の
公
的
医

療
機
関
立
（
公
立
）
、
個
人
、
法
人
立
（
私
立
）
の

も
の
と
が
あ
る
。

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
末
で
、
単
科
精
神
病
院
は

九
0
0、
併
設
精
神
病
床
を
有
す
る
病
院
は
四
八
八

で
計
一
、
三
八
八
施
設
で
あ
り
、
総
精
神
病
床
数
は

二
五
三
、
四
六
二
、
入
院
患
者
総
数
は
二
五
七
、
一

六
四
人
で
あ
る
。

精
神
病
床
は
従
来
年
々
約
一
万
床
の
増
加
を
み
て

い
る
が
、
こ
の
増
加
は
、
国
公
立
に
く
ら
べ
、
医
療

法
人
お
よ
び
個
人
立
の
い
わ
ゆ
る
私
立
病
院
の
病
床

増
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
全
精
神
病
床
に
た
い

す
る
割
合
は
、
国
公
立
二
割
、
私
立
八
割
と
な
っ
て

い
て
諸
外
国
で
は
、
国
公
立
の
割
合
が
大
き
く
わ
が

日
精
神
病
院

国
の
そ
れ
と
は
逆
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

精
神
病
院
は
従
来
の
ご
と
き
隔
離
拘
禁
主
義
か
ら

開
放
治
療
主
義
へ
と
進
み
、
作
業
療
法
等
い
ろ
い
ろ

な
治
療
方
法
が
と
り
入
れ
ら
れ
、
建
築
的
に
も
近
代

的
と
な
り
昔
日
の
精
神
病
院
の
暗
い
影
は
次
第
に
な

く
な
っ
て
近
代
化
へ
の
脱
皮
が
急
速
に
進
ん
で
い

る。
精
神
病
院
に
お
け
る
今
後
の
問
題
点
は
、
増
床
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
施
設
、
設
備
の
質
的
改
善
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
小
児
、
老

人
あ
る
い
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
等
の
た
め
の
特
殊
病

棟
の
新
設
等
に
あ
る
。

一
、
都
道
府
県
立
精
神
病
院

都
道
府
県
は
、
精
神
衛
生
法
に
よ
っ
て
、
精
神
病

院
を
設
置
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
都
道
府

県
の
設
置
す
る
精
神
病
院
は
、
精
神
衛
生
法
に
よ
る

精
神
障
害
者
の
医
療
お
よ
び
保
護
の
た
め
の
施
設
と

し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ

る
。
国
は
都
道
府
県
が
設
置
す
る
精
神
病
院
お
よ
び

精
神
病
院
以
外
の
病
院
に
設
け
る
精
神
病
室
の
設
置

に
要
す
る
経
費
に
た
い
し
て
そ
の
二
分
の
一
を
補
助

し
て
い
る
。

二

、

指

定

病

院

都
道
府
県
に
は
精
神
病
院
の
設
置
義
務
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
、
こ
れ
の
み
に
よ
っ
て
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表11

年 次 全精神病
床数

末年0
2
4
6
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
 

nH 
手昭

単科精神病院数，

I 
44,250 
64,725 
84,971 
106,265 
136,387 
153,639 
172,950 
191,597 
210,627 
226,063 
238,190 
247,265 

I 253,454 

「厚生省病院報告」

1
6
9
0
6
8
9
8
4
6
7
2
5
 

4
9
1
6
4
5
1
3
5
1
6
6
9
 

8
1
3
9
0
7
1
9
6
5
5
1
3
 

9

9

9

9

9

9

,

'

，
'
,
'
，
 

5
1
7
1
5
7
0
2
7
9
7
5
8
 

3
5
6
8
0
1
3
4
5
6
7
8
8
 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

精神病床数および病床利用率の年次推移

I 一般病院精 1全精神病床利
神科病床数用率（年間）

I, s, 409 I 111. 1 
13, 529 1 103. 4 
17,652 I 104. 7 I 

24, 305 | 107. o i 
31,341 109. 7 
35, 881 ! 110. 3 II 

42, 831 I 108. o I 
I 48, 659 | 108. 8 i 

52,973 I 106. 6 I 
56, 547 ! 106. 2 i 

60, 623 I, 105. 9' 
62,103 104. 9 I 
65, 059 1 103. 4 I 

単科精神病
院病床数

単科精神
病院数

0
1
6
3
9
6
5
9
8
3
4
6
0
 

6
7
7
4
2
7
2
6
1
5
7
9
0
 

2
3
4
5
6
6
7
7
8
8
8
8
9
 資料

表12 開設者別にみた精神病床数の年次推移 （各年6月末現在）

総数
総

I ――-
昭和35年 i I 89, 314} 

37 I 112,748 
39,1 144, 892! 
40 j 164, 027i 
41 1 181, 759| 
42 I I 

201, 808, 
43 217, 144’ 
44 232,156: 

闊 i ~翡：悶
I I 

「厚生省病院報告」

ー

i

4
7
6
0
9
5
6
5
8
8
 

国一

7
5
8
6
1
7
9
9
3
6
 

数

3
1
3
7
8
4
3
8
0
5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

8
2
5
7
0
3
4
5
7
7
 

1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
 

他
●

の
人個

）

そ
（
人

，
 

1
2
9
2
9
6
4
2
2
2
 

4
5
5
8
3
7
9
5
6
9
 

医
関

8
6
2
9
9
8
4
6
7
9

的
機

L
2
2
3，
生
氏
氏
氏

i

公
療

9,i~’ 

4
0
5
9
8
2
5
7
7
1
 

4
4
4
1
3
2
4
 

立

村

1
2
7
1
9
6
7
6
1
2
4
8
8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

"
,
2
3
4
5
6
7
7
7
7
7
 

市

1441443114119部
1171ー

50屈
181認201391

県

8
1
2
8
6
1
2
6
0
1

公

府

Q
2
3
,
5
出

5
5
,
氏
66‘

韮

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

都
l

i

 

5
4
1
3
5
7
0
8
8
6
 

6
6
2
9
1
0
2
8
2
9
 

5
6
9
1
6
3
4
1
4
5
 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
 

国

940591506267940
魯

748
⑳

977882

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

0
0
9
6
0
8
2
6
4
2
 

7
9
1
3
5
6
8
9
0
1
 

1
1
1
1
1
1
2
2
 

資料

精
神
衛
生
法
上
精
神
病
院
へ
の
入
院
に
は
、
一
般

病
院
な
ど
と
異
な
る
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
法

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
入
院
、
②
法
第
二

十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
緊
急
入
院
、
③
法
第
三

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
同
意
入
院
、
④
法
第
三
十
四

．
条
の
規
定
に
よ
る
仮
入
院
、
⑤
特
に
法
の
規
定
に
基

づ
か
な
い
本
人
の
自
由
意
志
に
よ
る
自
由
入
院
（
一

仁）
は
、
必
要
な
病
床
数
が
確
保
で
き
な
い
場
合
が
あ
る

た
め
、
都
道
府
県
立
の
精
神
病
院
に
代
わ
る
施
設
と

し
て
指
定
病
院
の
制
度
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
都
道
府

県
知
事
は
、
国
お
よ
び
都
逝
府
県
以
外
の
者
が
設
置

し
た
精
神
病
院
ま
た
は
精
神
病
院
以
外
の
病
院
に
設

け
ら
れ
て
い
る
精
神
病
室
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
そ

の
設
置
者
の
同
意
を
得
て
、
都
道
府
県
が
設
置
す
る

精
神
病
院
に
代
わ
る
施
設
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
が
指
定
病
院
と
よ
ば
れ
、
精
神
障
害

者
の
措
置
入
院
ま
た
は
緊
急
措
置
入
院
の
施
設
と
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

指
定
病
院
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
が
一
定

の
基
準
を
設
け
て
い
る
し
、
ま
た
都
道
府
県
知
事

は
、
指
定
病
院
の
運
営
方
法
等
が
不
適
当
で
あ
る
と

認
め
た
と
き
は
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

精
神
病
院
へ
の
入
院
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表15

年

人 口 万 対 病 床 年 次 推 移

I精神病床 1

腐：~ I ~:>
腐：ほ 1 醤：!I 
82. 6 I 14. 2 
85. 8 I 15. 8 
88. 9 I 17. 6 
92. 7 1 19. 3 
96. 1 i 21. 0 
99. o | 22. 3 
100.1 I 23.2 
102. 4 1 23. 8 
103. 1 24. 1 1 

I 

総数には， らい，伝染病を含む。

資料 「厚生省病院報告」

次 総 数

末年31333537383940414243444546 

和昭

結核病床

0
6
0
0
0
4
5
4
4
3
1
1
8
 

28282725242322212019181715 

一般病床

0
9
3
1
0
8
0
3
9
7
8
0
8
 

訊

四

⑫

泣

⑩

⑫

⑮

⑬

印

認

菰

⑱

碑

表14 精神病床数，在院患者数，措置患者数，措置率，利用率年次推移

末年6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
 

n
 

ギ昭

全精神病床数入院患者数 1 措置患者数 1措

i 106, 265 | I lll, 919 I 34, 808 
'120, 300 129, 836 I 47, 036, 

136; 387) 147; 996 i 53; 925 ! 
153,639 ! 165,697 ¥ 62,190 ! 
172, 950 1 183, 260, 65, 370 | 
191, 597 1 199, 710 I 67, 934 ! 
210, 627 I 218, 196 I 72, 242 I 
226, 063 I 234, 737 i 7 4, 865 
238, 190 I 246, 610 I 76,363 ! 
247, 243 t 250, 328 76,532 I 

253,462 I 257, 164, 76,492 

_

_

 
1
 

一
告

一
報完

9
9
,

＇
’
ー
，
＇
ー
'
’
,
1
1
,
~
＇
~

病省生厚
L

— 

置 利

-

,

'

_

'

 

形

砕

1
2
4
5
7
0
1
9
0
6
7

1
6
6
7
5
4
3
1
1
0
9
 

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
 

用 率

105. 6% 
107.9 
108.6 
107.9 
106.0 
104.2 
103,6 
103.8 
103.5 
101. 2 
101. 5 

資料

般
病
院
の
入
院
に
同
じ
。
）
の
五
つ
の
形
式
が
あ
る
。

以
下
、
こ
の
分
類
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の

入
院
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

一
、
措
置
入
院

①
入
院
措
置
措
置
入
院
は
精
神
病
院
に
特
有

の
も
の
で
あ
っ
て
、
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
自
身
を
傷

つ
け
、
ま
た
は
他
人
に
害
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
精
神
障
害
者
を
精
神
衛
生
法
第
二
十
九
条
に
よ
り

強
制
的
に
入
院
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
。

措
置
入
院
は
、
一
般
か
ら
の
申
請
と
警
察
官
、
検

察
官
、
保
護
観
察
所
の
長
あ
る
い
は
矯
正
施
設
の
長

か
ら
の
通
報
、
精
神
病
院
の
管
理
者
か
ら
の
届
出
ま

た
は
自
傷
他
害
の
お
そ
れ
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
、

都
道
府
県
知
事
は
精
神
衛
生
鑑
定
医
を
し
て
診
察
を

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
精
神
衛
生
法
第
二
十
七

条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
お
り
精
神
衛
生
鑑
定
医
二

名
が
別
々
に
診
察
し
て
そ
の
者
が
精
神
障
害
者
で
あ

り
、
か
つ
医
療
お
よ
び
保
護
の
た
め
入
院
さ
せ
な
け

れ
ば
、
そ
の
精
神
障
害
の
た
め
に
自
身
を
傷
つ
け
、

ま
た
は
他
人
に
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が

一
致
し
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
者

を
本
人
ま
た
は
保
護
義
務
者
の
同
意
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
強
制
的
に
国
・
都
道
府
県
立
精
神
病
院
ま
た

は
指
定
病
院
に
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
措
置
入
院
の
制
度
は
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
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矯

精

表15 （昭和46年）

総 4

8

8

6

1

1

0

 

8

2

4

 

表16

年 度

精神障害疾病の 1日平均在院措置患者数および措置入院費の推移

措置入院費

I 額 国庫負担 1 都道府県負担

12億円 6億円I 6億円

18 1 9 | 
133 106 l,  
163 | 130 ！塁
196 I 157 1 

250'200  I 悶
268 ! 214 ! 

302 | 242 1 醤
言 i ~符！悶
480 | 384 1 96 

人 I
8,455 
11,688 
52,146 
62,719 
65,829 I 
68,755 
72, 479 1 

74, 978 | 

76,519 
I 76, 470 | 

76.333 

措置患者数は各年2月末現在

措置入院費は当初予算額（医療費のみ）

措置患者数
総

度年2
5
8
9
0
1
2
3
4
5
6
 

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
 

和昭

注
．
 

1

2

 
た
が
、
三
十
六
年
十
月
に
精
神
衛
生
法
が
改
正
さ

れ
、
予
算
上
の
措
置
入
院
患
者
数
が
大
幅
に
増
加
さ

れ
、
措
置
入
院
患
者
の
医
療
費
支
払
方
法
が
統
一
さ

れ
、
措
置
入
院
費
に
つ
い
て
の
国
の
補
助
率
が
二
分

の
一
か
ら
十
分
の
八
に
引
上
げ
ら
れ
る
等
の
こ
と
が

あ
っ
て
、
都
道
府
県
の
予
算
措
置
が
十
分
に
講
ぜ
ら

れ
る
に
お
よ
ん
で
急
激
に
増
加
し
た
。

す
な
わ
ち
、
昭
和
三
十
七
年
上
期
ま
で
は
よ
う
や

く
一
万
人
台
で
あ
っ
た
の
が
同
年
下
期
に
は
三
万
人

に
増
加
し
、
昭
和
四
十
六
年
度
予
算
で
は
八

0
、
0

0
0人
ま
で
に
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い

措
置
入
院
費
の
国
庫
負
担
額
も
う
な
ぎ
の
ぼ
り
に
増

加
し
、
昭
和
三
十
五
年
度
は
九
億
円
で
あ
っ
た
の
が

四
十
六
年
度
は
約
三
八
四
億
円
と
約
四

0
倍
余
り
に

も
な
っ
て
い
る
。

②
申
請
・
通
報
昭
和
四
十
四
年
中
に
お
け
る

申
請
通
報
件
数
は
、
一
般
か
ら
の
も
の
一
五
、
七
九

五
件
、
警
察
官
か
ら
の
も
の
六
、

0
六
一
件
、
検
察

官
か
ら
の
も
の
一
、

0
六
九
件
、
矯
正
施
設
の
長
か

ら
の
も
の
四
七
九
件
、
そ
の
他
合
計
で
二
四
、
三
三

二
件
で
、
そ
の
う
ち
調
査
の
結
果
、
鑑
定
の
必
要
あ

り
と
し
て
、
精
神
衛
生
鑑
定
医
の
鑑
定
を
う
け
た
も

の
二
二
、
二
ニ
三
件
で
う
ち
ニ
ニ
、
一
三
九
件
が
精

神
障
害
者
と
診
断
さ
れ
、
そ
の
結
果
措
置
入
院
し
た

の
は
一
五
、
九

0
二
件
で
あ
る
。
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③
精
神
衛
生
鑑
定
医
精
神
障
害
者
に
は
、
正

常
な
意
思
能
力
を
欠
き
、
し
か
も
、
自
分
が
精
神
障

害
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
す
な
わ
ち
病
識
を
有
し
な

い
者
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
医
療
お

よ
び
保
護
は
、
本
人
の
意
思
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
、
必
要
に
応
じ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

強
制
的
な
手
段
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
同
時

に
、
人
身
の
自
由
の
拘
束
と
な
り
、
一
歩
誤
れ
ば
人

権
の
侵
害
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
そ
の
執
行
に

は
、
慎
重
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
医

療
お
よ
び
保
護
の
た
め
の
強
制
は
、
そ
の
者
が
精
神

障
害
者
で
あ
っ
て
、
必
要
や
む
を
得
な
い
限
り
に
お

い
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
判
断
は
、
公

正
に
し
て
正
確
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
か
か
る
判
断
を
下
す
た

め
の
専
門
家
と
し
て
精
神
衛
生
鑑
定
医
の
制
度
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。

精
神
衛
生
鑑
定
医
の
職
務
は
き
わ
め
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
指
定
に
は
、
一
定
の
資
格
要

件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
衛
生
鑑

定
医
は
精
神
障
害
の
診
断
ま
た
は
治
療
に
関
し
、
少

な
く
と
も
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
医
師
で
、
厚

生
大
臣
の
指
定
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
職
務

は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
の
下
に
、
精
神
衛
生
法

の
施
行
に
関
し
て
、
精
神
障
害
の
有
無
並
び
に
精
神

障
害
者
に
つ
き
そ
の
医
療
お
よ
び
保
護
を
行
な
う
う

え
に
お
い
て
入
院
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
の
判
定

を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

精
神
鑑
定
医
の
数
は
、
昭
和
一
二
十
二
年
九
月
末
に

は
八
六
九
人
で
あ
っ
た
も
の
が
四
十
年
三
月
末
に
は

二
、
二
四
二
人
、
四
十
六
年
三
月
末
で
は
三
、
一

110

0
人
と
な
り
、
現
在
、
精
神
科
診
療
に
従
事
し
て
い

る
医
師
の
過
半
数
が
、
精
神
衛
生
鑑
定
医
の
指
定
を

う
け
て
い
る
。

二

、

緊

急

入

院

緊
急
措
置
入
院
は
措
置
入
院
と
同
様
、
精
神
病
院

に
特
有
の
も
の
で
強
制
措
置
と
し
て
入
院
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
手
続
が
措
置
入
院
の
場
合
よ
り
も

簡
略
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
よ
り
強

力
な
措
置
で
あ
る
。
こ
の
対
象
者
は
、
措
置
入
院
の

場
合
と
同
じ
く
精
神
障
害
者
で
あ
っ
て
、
た
だ
ち
に

入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
そ
の
精
神
障
害
の
た
め
自
身
を

傷
つ
け
ま
た
は
他
人
を
害
す
る
お
そ
れ
が
著
し
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
者
に
つ
い
て
、

急
速
を
要
し
、
法
に
定
め
る
手
続
を
と
っ
て
正
規
の

措
置
入
院
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
場
合

に
は
、
緊
急
措
置
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
も
、
本
人
ま
た
は
関
係
者
の
同
意
は
不
要

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
精
神
障
害
に
つ
い
て
一
名

の
精
神
衛
生
鑑
定
医
の
診
察
は
必
要
と
さ
れ
る
し
、

収
容
施
設
は
国
・
都
道
府
県
立
精
神
病
院
若
し
く
は

指
定
病
院
で
あ
る
。

緊
急
入
院
の
期
間
は
四
十
八
時
間
を
こ
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
都
道
府
県

知
事
は
緊
急
入
院
の
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
す

み
や
か
に
、
そ
の
者
に
つ
き
、
正
規
の
措
置
入
院
に

移
行
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
緊
急
措
置
入
院
者
は
こ
の
入
院

開
始
後
四
十
八
時
間
以
内
に
措
置
入
院
に
移
行
し
な

い
限
り
は
退
院
す
る
こ
と
に
な
る
。

三

、

同

意

入

院

措
置
入
院
お
よ
び
緊
急
入
院
は
、
都
道
府
県
知
事

の
権
限
に
基
づ
き
、
本
人
ま
た
は
関
係
者
の
同
意
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
行
な
わ
れ
、
公
的
な
医
療
お
よ

び
保
護
の
実
施
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
同
意
入
院
は
、
私
的
な
医
療
お
よ
び
保
護
の

実
施
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
人
の
同
意

は
要
件
と
さ
れ
ず
、
ま
た
自
由
を
拘
束
す
る
と
い
う

点
に
お
い
て
強
制
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ

る。
同
意
入
院
の
対
象
と
な
る
者
は
精
神
病
院
の
管
理

者
が
診
察
し
た
結
果
精
神
障
害
者
で
あ
る
と
診
断
し

た
者
で
あ
り
、
入
院
の
要
件
は
、
こ
の
精
神
障
害
者

と
診
断
さ
れ
た
者
が
医
療
お
よ
び
保
護
の
た
め
入
院
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の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
お
よ
び
入
院
に

つ
い
て
、
保
護
義
務
者
の
同
意
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
措
置
入
院
の
如
く
、
自
傷
他
害

の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

同
意
入
院
に
つ
い
て
同
意
を
な
し
得
る
者
は
法
に

規
定
さ
れ
た
保
護
義
務
者
で
あ
り
、
保
護
義
務
者
が

い
な
い
場
合
ま
た
は
そ
の
者
が
保
護
義
務
を
行
な
う

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
市
町
村
長
が
同
意
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
。

四

、

仮

入

院

仮
入
院
と
は
、
精
神
病
院
の
管
理
者
が
、
診
察
の

結
果
、
精
神
障
害
の
疑
が
あ
っ
て
そ
の
診
断
に
相
当

の
日
時
を
要
す
る
と
認
め
る
者
を
、
そ
の
後
見
人
、

配
偶
者
、
親
権
を
行
な
う
者
そ
の
他
の
扶
養
義
務
者

の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て

も
、
三
週
間
を
超
え
な
い
期
間
、
仮
に
精
神
病
院
へ

入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

本
人
の
同
意
を
要
件
と
せ
ず
ま
た
特
定
の
者
の
同
意

を
必
要
と
す
る
点
で
同
意
入
院
と
同
じ
性
質
の
も
の

で
あ
る
が
同
意
入
院
が
精
神
障
害
者
の
医
療
お
よ
び

保
護
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
未
だ
精
神
障
害
で
あ
る
か
否
か
の
確
定
し
な
い
者

を
対
象
と
し
、
そ
の
診
断
の
た
め
に
行
な
う
と
い

う
、
い
わ
ば
医
療
お
よ
び
保
謹
の
前
段
階
に
お
い
て

限
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

向
精
神
薬
の
開
発
等
精
神
医
学
の
発
達
に
よ
り
、

精
神
障
害
の
程
度
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
必
ず
し
も

入
院
治
療
を
要
せ
ず
か
え
っ
て
通
院
に
よ
る
医
療
が

き
わ
め
て
効
果
的
に
な
っ
た
事
情
に
か
ん
が
み
、
新

た
に
法
改
正
に
よ
り
、
精
神
障
害
の
適
正
な
医
療
を

口

通

院

医

療

に

つ

い

て

て
そ
の
期
間
に
つ
い
て
も
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
。

入
院
の
期
間
は
一
二
週
間
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
三
週
間
を
す
ぎ
て
も
、
な
お
診
断
が
つ
か
な

い
場
合
に
は
退
院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

方
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
場
合
も
、

も
は
や
仮
入
院
と
し
て
の
入
院
は
許
さ
れ
ず
正
規
の

入
院
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

五

、

自

由

入

院

自
由
入
院
と
は
、
精
神
障
害
者
自
ら
の
意
思
に
基

づ
い
て
入
院
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

精
神
障
害
者
の
中
に
は
、
そ
の
障
害
の
種
類
と
程

度
に
よ
っ
て
は
病
識
が
あ
り
、
理
非
を
弁
別
し
、
社

会
公
安
上
何
ら
の
害
の
な
い
者
も
お
り
、
そ
れ
ら
の

者
の
入
院
お
よ
び
退
院
に
つ
い
て
は
、
一
般
疾
病
の

場
合
の
入
院
お
よ
び
退
院
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の

で
、
精
神
衛
生
法
で
は
何
等
の
特
別
の
規
制
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
入
院
は
、
精
神

衛
生
法
に
よ
ら
な
い
入
院
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

普
及
し
、
早
期
発
見
、
早
期
治
療
に
よ
っ
て
そ
の
効

果
を
高
め
る
た
め
、
精
神
障
害
者
が
通
院
に
よ
っ
て

そ
の
精
神
障
害
の
医
療
を
う
け
る
場
合
に
は
、
都
道

府
県
は
そ
の
医
療
に
要
す
る
費
用
の
二
分
の
一
を
公

費
で
負
担
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

通
院
医
療
を
担
当
す
る
機
関
は
、
保
険
医
療
機
関

そ
の
他
の
社
会
保
険
、
労
災
保
険
、
共
済
組
合
、
生

活
保
護
の
医
療
を
行
な
う
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
で

あ
る
。公

費
負
担
は
、
精
神
障
害
者
ま
た
は
そ
の
保
護
義

務
者
の
申
請
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
精
神
衛
生
診
査

協
議
会
の
意
見
を
聞
い
て
都
道
府
県
知
事
が
決
定
す

る
。
一
回
の
申
請
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
公
費
負
担

は
、
六
カ
月
が
限
度
で
あ
る
。
都
道
府
県
が
負
担
す

べ
き
費
用
は
、
健
康
保
険
の
診
療
報
酬
の
算
定
方
法

に
し
た
が
っ
て
算
定
さ
れ
、
都
道
府
県
か
ら
社
会
保

険
支
払
基
金
を
通
じ
て
医
療
機
関
に
支
払
わ
れ
る
。

国
は
都
道
府
県
に
た
い
し
て
、
公
費
負
担
と
し
て
負

担
し
た
費
用
の
二
分
の
一
す
な
わ
ち
医
療
費
の
四
分

の
一
を
補
助
す
る
。
精
神
障
害
の
医
療
は
、
医
療
保

険
、
労
災
保
険
、
共
済
組
合
ま
た
は
生
活
保
護
に
よ

っ
て
も
行
な
わ
れ
る
が
、
公
費
負
担
は
医
療
費
の
半

額
に
つ
い
て
優
先
し
て
行
な
わ
れ
残
り
の
半
額
に
つ

い
て
他
の
制
度
に
よ
っ
て
費
用
の
負
担
が
行
な
わ
れ

る。
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表18

年

単科精神病院における年間外来患

者延数および 1日平均の年次推移

次
外来患者
年間延数

1日平均数

千人i

昭和30年度 521 I 
34 I 1,082 
38 

40 
39 急累 ！ 

2,761 
41 I 3,138 
42 I 3,570 
43 I 4,205 

は i：累 I
46 5,164 

資料 「厚生省病院報告」

人
8
0
5
5
5
1
8
1
6
0
8
 

．． 

7
6
9
2
4
7
9
9
6
9
7
 

4296098656597748486314 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

 

1
2
6
6
7
8
9
1
2
3
4
 

1
1
1
1
 

表17

年

精神障害疾病の 1日平均通院患

者数および通院医療費（予算額）

度 通院患者数通院医療費

昭和40年度

41 

42 

43 

44 

45 

46 

48,368 

64,491 

64,491 

45,000 

47,000 

47,000 

52,000 

百万円
215 

673 

597 

570 

602 

665 

875 

わ
が
国
の
国
民
総
医
療
喪
（
国
民
一
年
間
の
治
療

費
推
計
）
は
、
昭
和
四
十
一
年
一
兆
三
、
五
ニ
ニ

億
、
四
十
二
年
一
兆
五
、
六
四
三
億
、
四
十
三
年
一

兆
八
、
四
一
九
億
、
四
十
四
年
は
二
兆
円
台
を
突
破

し
た
が
、
そ
の
う
ち
精
神
医
療
費
は
、
四
十
一
年
八

六
二
億
、
四
十
二
年
九
四
四
億
、
四
十
三
年
一
、
ニ

―
一
億
、
四
十
四
年
一
、
三
五
七
億
、
四
十
五
年
は

一
、
六
七
四
億
円
と
増
加
し
総
医
療
費
の
約
七
形
を

占
め
て
い
る
。

精
神
病
医
療
費
の
大
半
は
入
院
費
で
、
四
十
一
年

七
七
二
億
、
四
十
二
年
八
五
二
億
、
四
十
三
年
一
、

0
六
五
億
、
四
十
四
年
一
、
一
八
七
億
、
四
十
五
年

は
一
、
四
七
一
億
円
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
医
療
費
の

負
担
区
分
を
み
る
と
、
公
費
負
担
額
が
最
も
多
く
約

五
七
形
を
占
め
、
つ
い
で
保
険
者
負
担
が
約
三
四
形

で
患
者
負
担
は
九
彩
と
な
っ
て
い
る
。

精
神
病
の
医
療
は
大
部
分
が
こ
の
よ
う
に
入
院
医

療
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
医
療
袈
も
公
喪
負
担
が
大
き

く
、
し
た
が
っ
て
相
対
的
に
保
険
者
負
担
分
、
患
者

負
担
分
の
割
合
が
小
さ
い
。

予
算
的
に
精
神
病
医
療
喪
を
み
て
み
る
と
、
国
は

措
置
入
院
費
に
つ
い
て
は
、
十
分
の
八
の
補
助
を
行

な
っ
て
お
り
、
そ
の
予
算
額
は
当
初
に
お
い
て
、
昭

錮

医

療

費

に

つ

い

て

和
四
十
四
年
度
は
、
七
万
五
千
人
に
た
い
し
約
二
六

九
億
円
（
一
人
当
単
価
年
約
四
五
万
三
千
円
）
、
四

十
五
年
度
は
、
七
万
九
千
人
に
対
し
約
三
五

0
億
円

（
一
人
当
単
価
年
約
五
六
万
円
）
、
四
十
六
年
度
は
八

万
人
に
た
い
し
て
約
三
八

0
億
円
と
増
加
し
て
お

り
、
通
院
医
療
袈
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の

公
費
負
担
を
行
な
っ
て
お
り
、
当
初
予
算
額
で
、
昭

和
四
十
四
年
度
は
四
万
七
千
人
に
た
い
し
約
六
億
円

（
一
人
当
月
単
価
約
四
、
二
七
四
円
）
、
四
十
五
年

度
は
四
万
七
千
人
に
た
い
し
約
六
億
六
千
万
円
（
一

人
当
月
単
価
約
四
、
七
二

0
円
）
、
四
十
六
年
度
は

五
二
、

0
0
0人
に
た
い
し
て
約
九
億
円
と
通
院
医

療
費
は
大
幅
の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。

精
神
障
害
者
の
症
状
悪
化
を
防
止
し
、
さ
ら
に
社

会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
、
在
宅
精
神
障
害
者
に
た

い
し
て
は
、
一
定
の
資
格
を
持
っ
た
専
門
職
員
が
訪

問
指
導
を
行
な
っ
て
い
る
。

訪
問
指
導
の
賓
任
者
は
、
保
健
所
長
で
あ
り
、
そ

の
業
務
を
直
接
担
当
す
る
者
は
、
都
道
府
県
お
よ
び

保
健
所
を
設
置
す
る
市
が
保
健
所
に
配
置
し
た
精
神

衛
生
相
談
員
お
よ
び
都
道
府
県
知
事
ま
た
は
政
令
市

の
長
が
委
嘱
し
た
医
師
（
精
神
科
嘱
託
医
）
で
あ
る
。

精
神
衛
生
相
談
員
の
資
格
は
、
学
校
教
育
法
に
も
と

国

訪

問

指

導
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国民総医療費の推計額調

I 昭和 43 年 昭和

1入院羹鰐歯科計 入院羞院歯科

療費i_1 - -1 18,419I —I_: -
んま等）：―――! 403i - - -i 

16,2021 純医療費 6,20219,930/1,8831 18,016/ 7,10311,606, 2,97li 
（疾病別）I
精神病医療費 1,0651 1461 -I 1,211; I, 187j 1101 -: 
結核医療費1840 346 -i  l,1871 8771 369l -

その他（歯科を含む）14,29719,4381 1,8831 15,619[ 5,040:11,061; 2,071 
| 

公 費 負 担 区分別 l,684 485 201 2,08911,864! 435, 22I 
（ 負 担 区 分別） I 

精神病医療費I6581 15 —I rnl 7訟 18 -： 
I 結核医 療費14811 76 -| 5581 500| 78i -

その他（歯科を含む）＇ 5451 2941 20[ 8581 6321 339; 22: 

者負担分 3,5207,3791,380| 12,281|4,048[8,710ll,549; 

神病 313I 100-、 413 348 121 -

核 3101 2171 -1 527! 3201 243! 

他 2,896! 7, 0631 1, 3831 11, 3421 3, 380I 8,346] I, 549! 

分 999j2,166) 4811 3,6451 I, 191) 2,461! 500 
| 1 

病！ 931 311 -I ml 107: 31; -
I I I 

核 49I 531 -I 1021 56! 48i -i 

他 85612,0821 4811 3,419j 1,028! 2,3811 l UJUI 

表19 （昭和43年～45年）
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21,939 

2,822 

躙

讃

1,235 

11,320 

569 

611 

16, 14~ 

4, 81 9 

152 

104 

4,563 

昭
和
四
十
年
六
月
三
十
日
、
精
神
衛
生
法
の

l

部

因

保

健

所

づ
く
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
ま

た
は
心
理
学
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
精
神

衛
生
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
、
医

師
、
厚
大
臣
が
指
定
し
た
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し

た
保
健
婦
で
精
神
衛
生
に
関
す
る
経
験
を
有
す
る
者

ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
て
、
精
神
衛
生
相

談
員
と
し
て
必
要
な
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
必
要
な
経
験
と
は
、
お
お

む
ね
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
、
保
健
所
、
精
神
病
院
等

に
お
い
て
精
神
障
害
者
に
か
か
わ
る
指
導
、
相
談
、

看
護
等
に
関
し
て
行
な
っ
た
三
月
以
上
の
実
務
経
験

を
い
う
。

訪
間
指
導
の
対
象
者
は
、
精
神
衛
生
鑑
定
医
の
診

察
の
結
果
精
神
障
害
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
者
で
措

置
入
院
に
至
ら
な
か
っ
た
者
、
措
置
入
院
後
退
院
し

た
者
で
な
お
精
神
障
害
が
続
い
て
い
る
も
の
、
そ
の

他
精
神
障
害
者
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
す

な
わ
ち
公
費
負
担
に
よ
る
通
院
医
療
を
受
け
て
い
る

者
、
公
費
負
担
に
よ
ら
な
い
で
通
院
医
療
を
受
け
て

い
る
者
で
主
治
医
等
か
ら
訪
間
指
導
の
依
頼
が
あ
っ

た
者
ま
た
は
こ
れ
以
外
の
者
で
家
族
等
か
ら
訪
問
指

導
の
依
頼
が
あ
っ
た
者
等
が
対
象
と
な
る
。
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（七）

改
正
に
よ
り
、
新
た
に
保
健
所
の
業
務
と
し
て
、
地

城
に
お
け
る
精
神
障
害
者
の
相
談
お
よ
び
訪
間
指
導

が
加
わ
り
、
ま
た
こ
の
改
正
に
伴
な
っ
て
保
健
所
法

の
一
部
改
正
が
行
な
わ
れ
、
保
健
所
の
業
務
と
し
て

精
神
衛
生
に
関
す
る
事
項
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
保
健
所
に
も
っ
ぱ
ら
精
神
衛
生
に
関
す
る
相

談
、
指
導
等
に
あ
た
る
職
員
（
精
神
衛
生
相
談
員
）

が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

保
健
所
は
今
後
名
実
共
に
精
神
衛
生
行
政
の
第
一

線
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

保
健
所
に
お
け
る
精
神
衛
生
業
務
は
、
医
療
保
護
関

係
の
事
務
（
申
請
、
通
報
、
届
出
、
精
神
鑑
定
、
公

費
負
担
関
係
等
）
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
相
談
、
訪

問
指
導
、
衛
生
教
育
そ
の
他
、
精
神
障
害
の
発
生
予

防
か
ら
医
療
保
護
、
社
会
復
帰
、
一
般
国
民
の
精
神

的
健
康
の
保
持
向
上
と
い
っ
た
非
常
に
広
い
範
囲
に

お
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
物
的
、
人
的
な
保
健

所
体
制
の
充
実
強
化
が
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ

る。

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー

従
来
、
保
健
所
、
病
院
等
に
併
設
さ
れ
て
い
た
精

神
衛
生
相
談
所
は
、
昭
和
四
十
年
六
月
の
法
改
正
に

よ
り
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
都
道
府
県
に
お
け
る
精
神

衛
生
に
関
す
る
総
合
的
技
術
セ
ン
タ
ー
と
し
て
精
神

衛
生
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
四
ヽ
セ
ン
タ
ー
の
施
設

一
、
セ
ン
タ
ー
の
性
格
お
よ
び
機
能

i
‘

精
神
術
生
セ
ン
タ
ー
の
規
模
は
、

A
級
（
人
口
三

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
は
、
精
神
衛
生
法
に
基
づ
い
百
万
以
上
の
府
県
に
設
け
る
も
の
）
二
五

0
坪
、
B

て
都
道
府
県
に
お
け
る
精
神
衛
生
の
向
上
を
図
る
た
鉦
竺
五

0
坪
で
、
A
B
級
共
そ
れ
ぞ
れ
、
相
談
室
、

め
に
設
け
ら
れ
る
精
神
衛
生
に
関
す
る
総
合
的
な
技
診
察
室
、
検
査
室
、
研
究
室
、
資
料
保
存
室
、
会
議

術
中
枢
機
関
で
あ
り
、
地
方
に
お
け
る
精
神
衛
生
に
室
、
事
務
室
等
必
要
な
部
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

関
す
る
知
識
の
普
及
、
調
査
研
究
な
ら
び
に
相
談
指
セ
ン
タ
ー
の
新
設
に
あ
た
っ
て
は
、
国
庫
よ
り
そ

導
を
行
な
う
と
と
も
に
、
保
健
所
そ
の
他
精
神
衛
生
の
設
置
に
要
す
る
経
費
の
二
分
の
一
の
補
助
が
行
な

に
関
係
あ
る
機
関
等
に
対
す
る
技
術
指
導
、
技
術
援
わ
れ
る
。

助

を

行

な

う

施

設

で

あ

る

。

五

、

セ

ン

タ

ー

の

事

業

用

設

備

二

、

セ

ン

タ

ー

の

組

織

精

神

衛

生

セ

ン

タ

ー

に

は

そ

の

業

務

を

行

な

う

た

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
組
織
と
し
て
は
、
通
常
、
め
に
診
察
用
、
検
査
用
、
衛
生
教
育
用
、
治
療
用
そ

医
師
で
あ
る
セ
ン
タ
ー
長
の
下
に
、
相
談
部
、
指
導
の
他
の
必
要
な
機
械
器
具
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
こ

部
、
研
究
部
お
よ
び
事
務
部
が
設
け
ら
れ
、
相
談
部
れ
ら
の
器
具
に
対
し
て
は
、
セ
ン
タ
ー
の
創
設
に
際

は
精
神
衛
生
に
関
す
る
相
談
、
指
導
、
諸
検
査
等
し
、
そ
の
整
備
に
要
す
る
経
費
の
二
分
の
一
の
国
庫

を
、
指
導
部
は
衛
生
教
育
、
技
術
指
導
等
を
、
研
究
補
助
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

部
は
調
査
、
研
究
を
、
事
務
部
は
庶
務
、
経
理
を
担
六
、
セ
ン
タ
ー
の
業
務

当

し

て

い

る

。

精

神

衛

生

セ

ン

タ

ー

の

業

務

は

精

神

衛

生

に

関

す

三

、

セ

ン

タ

ー

の

職

員

る

相

談

指

導

、

知

識

の

普

及

、

調

査

研

究

、

関

係

機

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
に
は
、
精
神
科
医
、
精
神
科
関
等
へ
の
技
術
援
助
、
技
術
指
導
並
び
に
関
係
職
員

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
臨
床
心
理
技
術
者
、
社
会
等
に
対
す
る
研
修
に
大
別
さ
れ
る
。

心
理
専
攻
者
、
検
査
技
術
者
、
保
健
婦
、
看
護
婦
、
な
お
今
年
度
よ
り
A
級
セ
ン
タ
ー
（
三
カ
所
）
で

そ
の
他
必
要
な
職
員
が
配
置
さ
れ
る
。
デ
イ
ケ
ア
事
業
を
開
始
し
て
い
る
。

国
は
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
補
助
と
し
て
、
こ
れ
ら
①
相
談
指
導

の
人
件
費
の
三
分
の
一
の
補
助
を
行
な
っ
て
い
る
。
精
神
衛
生
に
関
す
る
相
談
お
よ
び
訪
問
指
導
は
保
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健
所
の
業
務
で
あ
る
が
、
保
健
所
で
取
り
扱
う
ケ
ー

ス
の
う
ち
、
複
雑
困
難
な
も
の
に
対
し
て
は
、
セ
ン

タ
ー
内
外
に
お
い
て
相
談
指
溝
を
行
な
い
、
来
所
者

に
対
し
て
は
、
脳
波
検
査
、
心
理
検
査
等
必
要
な
諸

検
査
を
行
な
っ
た
り
、
診
断
を
行
な
っ
た
り
す
る
ほ

か
、
病
院
へ
の
紹
介
委
託
、
助
言
、
ケ
ー
ス
・
ワ
ー

ク
等
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
保
健
所
、
病
院
関

係
、
学
校
保
健
関
係
、
福
祉
関
係
、
事
業
所
関
係
等

精
神
衛
生
に
関
係
あ
る
機
関
そ
の
他
に
対
し
て
、
直

接
的
な
技
術
援
助
、
技
術
指
導
を
行
な
っ
た
り
、
そ

れ
ら
の
職
員
等
の
研
修
訓
練
を
行
な
っ
て
い
る
。

②
知
識
の
普
及

一
般
社
会
に
対
し
て
は
勿
論
、
精
神
障
害
者
対
策

に
関
連
の
あ
る
都
道
府
県
の
民
生
主
砥
目
部
局
、
警

察
、
検
察
、
学
校
衛
生
、
産
業
衛
生
関
係
者
等
に
対

し
精
神
衛
生
に
関
す
る
知
識
の
普
及
を
図
っ
て
い

る。
③

調

査

研

究

都
道
府
県
に
お
け
る
精
神
衛
生
施
策
の
実
施
に
関

し
て
必
要
な
精
神
障
害
者
の
実
態
、
医
療
保
護
、
地

城
社
会
に
お
け
る
精
神
衛
生
問
題
に
つ
い
て
の
調

査
、
精
神
衛
生
に
関
す
る
各
種
の
統
計
報
告
の
収
集

整
理
、
相
談
、
指
導
そ
の
他
に
つ
い
て
の
技
術
的
方

法
等
に
関
す
る
研
究
を
実
施
し
て
い
る
。

七
、
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
国
の
補
助

保
健
所
、
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
、
精
神
病
院
な
ど

に
勤
務
す
る
専
門
技
術
職
員
と
し
て
は
、
医
師
（
精

神
科
座
）
、
保
健
婦
、
看
護
婦
な
ど
の
ほ
か
に
精
神

科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

(
p
s
w
)、
臨
床
心
理

技
術
者

(
C
P
)
、
作
業
療
法
士

(
O
T
)
等
が
あ

る
。
精
神
衛
生
事
業
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
専
門
職
種

は
、
精
神
衛
生
の
各
分
野
で
今
後
ま
す
ま
す
必
要
と

（八） 国
は
都
道
府
県
が
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し

た
と
き
、
そ
の
設
置
に
要
す
る
経
費
（
工
事
費
お
よ

び
初
度
設
備
費
）
お
よ
び
そ
の
運
営
に
要
す
る
経
費

（
人
件
費
お
よ
び
事
業
費
）
に
つ
い
て
、
厚
生
大
臣

の
定
め
る
算
定
基
準
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
設

置
費
に
つ
い
て
は
二
分
の
一
、
運
営
費
に
つ
い
て
は

三
分
の
一
を
補
助
し
て
い
る
。

八
、
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
設
置
状
況

昭
和
四
十
年
六
月
、
精
神
衛
生
法
改
正
時
に
は
全

国
に
五
十
四
の
精
神
衛
生
相
談
所
が
設
け
ら
れ
て
い

た
が
、
法
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ら
は
精
神
衛
生
法
上

は
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
新
た
に

精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
が
都
道
府
県
ご
と
に
設
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
昭
和
四
十
七
年
度
末
に
は
A
級
六

カ
所
、

B
級
二
十
七
カ
所
、
合
計
三
十
三
カ
所
が
設

置
を
お
わ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

精
神
衛
生
従
事
者

精
神
衛
生
特
に
精
神
障
害
者
に
関
遮
す
る
法
令
の

因
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
専
門
職
種
の
身
分
資
格
の
碓

立
と
養
成
が
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

精
神
病
院
に
お
け
る
医
療
技
術
者
の
現
状

精
神
病
院
に
お
け
る
医
療
技
術
職
員
に
は
精
神
科

医
、
看
護
婦
（
士
）
、
准
看
護
婦
（
士
）
、
精
神
科
ソ

ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
臨
床
心
理
技
術
者
、
作
業
療

法
士
、
作
業
療
法
指
導
員
等
が
あ
る
。

昭
和
四
十
七
年
四
月
に
お
け
る
指
定
病
院
数
は
九

六
九
施
設
で
、
こ
れ
ら
に
勤
務
す
る
医
師
の
総
数
は

六、

0
二
八
人
で
、
う
ち
常
勤
医
師
は
二
、
九
〇
六

人
、
非
常
勤
医
師
は
三
、
―
二
二
人
で
あ
る
。
看
謹
員

に
つ
い
て
み
る
と
、
総
数
は
四

0
、
ニ
―
九
人
で
従

事
者
構
成
百
分
率
を
み
る
と
看
護
員
の
割
合
は
他
の

従
事
者
の
占
め
る
割
合
に
く
ら
べ
る
と
最
も
高
く
、

そ
の
う
ち
で
も
看
護
婦
の
割
合
が
高
く
、
か
つ
看
護

士
は
他
の
種
の
病
院
に
く
ら
べ
て
精
神
．
病
院
に
多

く
、
ま
た
看
護
業
務
補
助
者
（
看
護
助
手
）
も
他
の

病
院
に
く
ら
べ
て
そ
の
占
め
る
割
合
が
高
い
の
も
精

神
病
院
の
特
色
で
あ
る
。

こ
れ
ら
看
護
員
の
う
ち
、
看
護
婦
（
士
）
総
数
は

一
五
、
五
七
二
人
、
准
看
護
婦
（
士
）
―
一
、
四
九

八
人
、
看
護
助
手
は
一
三
、
一
四
九
人
で
あ
る
。

精
神
衛
生
関
係
の
法
律
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(47. 4. 1現在）

数

全

全

表20 指定病院概要

甲表乙表の別 1 病 床 数 1 患 者
指 定

I :＇1  

病院数 1 甲 乙！闊贔 1 贔羞入院患者数這轟旦

国 j 969 I 385 I 584 I 197, 720 I 83, 457 j 211, 953 I 67, 011 

医 師 数 1看護員 数 I I 

鑑定医又は臨床！ i i 1 | 
経験3年以上1

その他！ 1 薬剤師栄養士
苦+ I看護婦准看看護！苦ti I 

常勤 1非常勤！常勤非常勤 PI ! 1護婦 1助手 Ii it ii I 
| i 1 !（士） i（士）， i I 

I 
『 I

'|  I 

国， 2,2511 1, 5671 655: 1, 555: 6, 028:15, 572111, 498¥3, 149:40, 2ml 1, 443: 1, 948 
| , 1 1 

中
心
を
な
す
も
の
は
「
精
神
衛
生
法
」
で
あ
る
が
そ

の
他
精
神
衛
生
あ
る
い
は
精
神
障
害
者
に
関
す
る
法

令
は
数
多
く
制
定
さ
れ
て
い
る
。

精
神
衛
生
に
関
連
す
る
法
令
を
規
制
の
目
的
に
従

っ
て
分
類
し
て
み
る
と
、
い
精
神
障
害
者
に
対
す
る

医
療
保
護
、
福
祉
措
置
、
教
育
指
導
を
目
的
と
し
た

法
令
、
回
精
神
障
害
者
に
よ
る
危
害
防
止
の
観
点
か

ら
の
規
制
、
り
精
神
障
害
者
の
財
産
法
上
の
規
制
、

日
身
分
上
の
行
為
に
関
す
る
規
制
、
閲
精
神
障
害
者

の
人
権
保
障
に
関
す
る
規
制
、
バ
優
生
上
の
規
制
、

伯
就
職
、
就
業
上
の
規
制
と
に
大
別
で
き
る
。

こ
れ
ら
精
神
障
害
者
に
関
係
し
た
法
令
の
主
な
も

の
を
列
挙
す
る
と

衛
生
関
係
で
は
、

精
神
障
害
者
等
の
医
療
お
よ
び
保
護
を
行
な
い
、

そ
の
発
生
の
予
防
に
つ
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民

の
精
神
的
健
康
の
保
持
お
よ
び
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
精
神
衛
生
法
、
地
方
に
お
け
る
公
衆
衛

生
の
向
上
を
図
る
た
め
保
健
所
を
設
置
す
る
こ
と
お

よ
び
精
神
衛
生
事
業
を
行
な
う
こ
と
を
規
定
し
た
保

健
所
法
な
ら
び
に
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫

の
出
生
を
防
止
す
る
た
め
優
生
手
術
に
つ
い
て
そ
の

範
囲
、
実
施
方
法
等
を
規
定
し
た
優
生
保
護
法
、
母

性
な
ら
び
に
乳
幼
児
の
健
康
の
保
持
お
よ
び
増
進
を

図
る
た
め
そ
の
保
健
指
導
、
健
康
診
査
そ
の
他
の
措

置
を
規
定
し
た
栂
子
保
健
法
、
そ
の
他
が
あ
る
。

福
祉
関
係
で
は
、

一
八
歳
未
満
の
精
神
薄
弱
児
な
ど
児
童
の
福
祉
を

保
障
す
る
た
め
の
福
祉
の
措
置
施
設
等
に
つ
い
て
規

定
し
た
児
童
幅
祉
法
、
一
八
歳
以
上
の
精
神
薄
弱
者

に
対
し
そ
の
更
生
を
援
助
す
る
と
と
も
に
必
要
な
保

護
を
行
な
い
精
神
薄
弱
者
の
福
祉
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
、
身
体
上
、
精
神
上

の
理
由
に
よ
り
保
護
を
要
す
る
生
活
困
窮
者
に
対
し

扶
助
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
保
護
の
種

類
お
よ
び
範
囲
お
よ
び
そ
の
基
準
、
保
護
を
行
な
う

機
関
、
施
設
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
生
活
保
護
法
、

児
童
福
祉
法
、
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
そ
の
他
社
会
福

祉
を
目
的
と
す
る
法
律
と
相
ま
っ
て
社
会
福
祉
事
業

が
公
明
か
つ
適
正
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
し
、

も
っ
て
社
会
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
社
会
福
祉
事
業
法
、
老
人
の
福
祉
の
た
め
心
身

の
健
康
の
保
持
お
よ
び
生
活
安
定
に
必
要
な
措
置
等

に
つ
い
て
規
定
し
た
老
人
福
祉
法
そ
の
他
母
子
福
祉

法
、
身
体
傷
害
者
福
祉
法
等
が
あ
る
。

教
育
関
係
で
は
、

精
神
薄
弱
ま
た
は
性
格
異
常
を
も
っ
て
い
る
小
学

校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
の
児
童
お
よ
び
生
徒
の
た

め
の
養
護
学
校
、
特
殊
学
校
の
施
設
等
に
つ
い
て
規

定
し
て
い
る
学
校
教
育
法
が
あ
り
、
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そ
の
他
に
は
、

精
神
障
害
者
の
応
急
救
護
に
つ
い
て
規
定
し
た
警

察
官
職
務
執
行
法
、
少
年
法
、
民
法
そ
の
他
保
険
年

金
関
係
の
法
律
、
労
働
関
係
の
法
律
等
が
あ
る
。

精
神
障
害
者
の
た
め
の
医
療
、
予
防
、
相
談
指

導
、
福
祉
、
教
育
そ
の
他
を
行
な
う
た
め
に
各
種
の

施
設
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
主
と
し
て
そ
の
目
的
に
よ

っ
て
分
類
例
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
医
療
機
関

精
神
病
院
、
精
神
科
、
神
経
科
、
小
児
科
を
標
榜

す
る
病
院
、
診
療
所

二
、
予
防
相
談
指
導
機
関

保
健
所
、
精
神
衛
生
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
事
務
所
、
児

童
相
談
所
、
精
神
薄
弱
者
更
生
相
談
所
、
教
育
相
談

所
（
室
）
、
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
婦
人
相
談
所
、

少
年
相
談
所
、
青
少
年
セ
ン
タ
ー
、
家
庭
裁
判
所
少

年
部

三
、
社
会
福
祉
施
設

い
児
童
福
祉
施
設

精
神
薄
弱
児
施
設
、
精
神
薄
弱
児
通
園
施
設
、

情
緒
障
害
短
期
収
容
施
設
、
救
護
院

＠

保

護

施

設

救
護
施
設
、
更
生
施
設

⑮
精
神
衛
生
関
係
の
施
設

り
精
神
薄
弱
者
援
護
施
設

け
老
人
福
祉
施
設

養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

四

、

学

校

養
護
学
校
、
特
殊
学
級

五
、
法
務
省
関
係

少
年
院
（
医
療
少
年
院
）
、
少
年
鑑
別
所

福
祉
事
務
所

福
祉
事
務
所
は
総
合
的
な
社
会
福
祉
行
政
の
第
一

線
機
関
で
あ
っ
て
、
生
活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
、

身
体
障
害
者
福
祉
法
、
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
、
老
人

福
祉
法
お
よ
び
母
子
福
祉
法
に
定
め
る
援
護
、
育
成

お
よ
び
更
生
の
措
置
等
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

っ
て
い
る
。

昭
和
四
十
六
年
六
月
一
日
現
在
、
全
国
各
都
道
府

県
に
三
四
三
、
市
に
七
二
六
、
町
村
に
二
、
計
一
、

0

七
一
カ
所
の
福
祉
事
務
所
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
業
務

を
行
な
う
た
め
に
必
要
な
社
会
福
祉
主
事
、
精
神
薄

弱
者
福
祉
司
等
必
要
な
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

児
童
相
談
所

児
童
相
談
所
は
児
童
福
祉
法
に
よ
っ
て
各
都
道
府

県
ご
と
に
設
置
さ
れ
、
一
八
歳
未
満
の
児
童
の
福
祉

に
関
す
る
各
種
の
相
談
、
指
導
並
び
に
医
学
的
、
心

理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
観
点
か
ら
見
た
精

神
衛
生
上
の
判
定
を
行
な
っ
た
り
、
必
要
な
調
査
あ

る
い
は
児
童
の
一
時
保
護
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の

た
め
所
長
に
は
精
神
衛
生
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す

る
医
師
を
お
く
ほ
か
、
心
理
判
定
員
お
よ
び
児
童
福

祉
司
を
お
い
て
前
記
の
業
務
に
あ
た
っ
て
い
る
。
児

童
相
談
所
は
児
童
福
祉
行
政
の
第
一
線
現
業
機
関
で

あ
り
、
昭
和
四
十
七
年
度
末
現
在
全
国
に
一
四
五
カ

所
あ
る
。

精
神
薄
弱
者
更
生
相
談
所

精
神
薄
弱
者
更
生
相
談
所
は
、
精
神
薄
弱
者
に
関

す
る
間
題
に
つ
き
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
応
じ

た
り
、
了
八
歳
以
上
の
精
神
薄
弱
者
の
医
学
的
心
理

学
的
お
よ
び
職
能
訓
練
的
判
定
を
行
な
い
、
な
ら
び

に
こ
れ
に
付
随
し
た
必
要
な
指
導
を
行
な
う
ほ
か
必

要
に
応
じ
巡
回
相
談
指
導
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
精
神
科
医
、
心
理
判
定
員
、
精
神
薄
弱
者
福

祉
司
等
の
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

精
神
薄
弱
者
更
生
相
談
所
は
、
各
都
道
府
県
ご
と

に
設
け
ら
れ
て
、
昭
和
四
十
六
年
末
現
在
そ
の
数
は

四
九
で
あ
る
。

児
童
福
祉
施
設

精
神
薄
弱
児
施
設
お
よ
び
精
神
薄
弱
児
通
園
施
設

は
、
精
神
薄
弱
の
児
童
を
入
所
ま
た
は
か
よ
わ
せ
て

保
護
す
る
と
共
に
独
立
自
活
に
必
要
な
知
識
と
技
能

を
与
え
る
施
設
で
あ
り
、
四
十
六
年
末
現
在
全
国
に

そ
れ
ぞ
れ
三
三
一
カ
所
、
一
―
―
ニ
カ
所
あ
る
。
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情
緒
障
害
児
短
期
収
容
施
設
は
、
軽
度
の
情
緒
障

害
を
有
す
る
お
お
む
ね
―
―
一
歳
未
満
の
児
童
を
短
期

間
収
容
し
、
ま
た
は
保
護
者
の
も
と
か
ら
か
よ
わ
せ

て
治
療
や
生
活
指
導
を
行
な
っ
て
情
緒
障
害
を
な
お

す
施
設
で
全
国
に
六
カ
所
あ
る
。

救
護
院
は
、
不
良
行
為
を
な
し
、
ま
た
は
な
す
お

そ
れ
の
あ
る
児
童
を
入
院
さ
せ
て
、
教
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
施
設
で
全
国
に
五
八
カ
所
あ
る
。

救

護

施

設

救
護
施
設
は
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
欠
陥
が

あ
る
た
め
に
独
立
し
て
日
常
生
活
の
用
を
弁
ず
る
こ

と
の
で
き
な
い
要
保
護
者
を
収
容
す
る
施
設
で
、
更

生
施
設
は
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の
理
由
に
よ
り
養

護
お
よ
び
補
導
を
必
要
と
す
る
要
保
護
者
を
収
容
す

る
施
設
で
、
昭
和
四
十
六
年
末
現
在
全
国
に
そ
れ
ぞ

れ
一
三
六
カ
所
、
ニ
ニ
カ
所
あ
る
。

精
神
薄
弱
者
援
護
施
設

精
神
薄
弱
者
援
護
施
設
は
一
八
歳
以
上
の
精
神
薄

弱
者
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
を
保
護
す
る
と
と
も
に

そ
の
更
生
に
必
要
な
指
導
訓
練
を
行
な
う
施
設
で
あ

り
、
昭
和
四
十
六
年
末
現
在
全
国
に
二
五
九
カ
所
あ

る。
老
人
福
祉
施
設

養
護
老
人
ホ
ー
ム
お
よ
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

は
、
六
五
歳
以
上
の
老
人
で
身
体
上
若
し
く
は
精
神

（二）
上
の
理
由
で
居
宅
に
お
い
て
養
護
を
う
け
る
こ
と
が

困
難
な
も
の
ま
た
は
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
も

の
を
収
容
し
て
養
護
を
行
な
う
施
設
で
、
全
国
に
そ

れ
ぞ
れ
八
三
九
カ
所
、
一
九
七
カ
所
あ
る
。

精
神
衛
生
関
係
の
団
体

日
本
に
お
け
る
精
神
衛
生
関
係
諸
団
体
の
連
絡
を

密
に
し
、
そ
の
協
力
に
よ
り
精
神
衛
生
事
業
の
飛
躍

的
発
展
を
は
か
る
こ
と
を
日
的
と
し
た
社
団
法
人
日

本
精
神
衛
生
連
盟
が
あ
り
、
同
連
盟
に
は
、
日
本
精

神
衛
生
会
、
日
本
精
神
病
院
協
会
、
復
光
会
、
全
日

本
精
神
薄
弱
者
育
成
会
、
矯
正
協
会
、
精
神
衛
生
普

及
会
、
日
本
精
神
薄
弱
者
愛
護
協
会
、
全
13本
特
殊

教
育
研
究
連
盟
、
全
国
教
護
協
会
、
教
育
と
医
学
の

会
、
全
国
精
神
衛
生
連
絡
協
議
会
、
全
国
精
神
障
害

者
家
族
連
合
会
、
全
日
本
断
酒
連
盟
の
一
三
団
体
が

加
盟
し
、
そ
れ
ぞ
れ
精
神
衛
生
の
発
展
の
た
め
に
各

種
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
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精神衛生センター設置状況

都道府県 I単独合・同の別 級別所長名

北海道 1 単 A 黒田知篤札幌市白石区本通818

宮城県 合 B 江島達憲 1 仙台市本町 1-4-39

山形県 合 B 柳沢健一郎 l山形市十日町 1-6-6

福島県 合 B 熊代 永 1福島市森合町10-9

茨城県 単 B 瀬川 浩水戸市三の丸 1-3-17

栃木県 1 単

I 
B 塩沢 満 I宇都宮市西原町3542

埼玉 県 単

千葉 県 単 I
東京 都 単

神奈川県 単 I 
新潟県 合

富山県 合

石川県 合

福井県 i合 I 

山梨県｝ 合 I 

長野県！ 合

岐阜県： 合

［ 

ド｝現在建設中

所 在 地 電 話 番 号

B
 
A

B

A

B

B

B

 

佐々木雄司 大宮市土呂町 1-50-4

（昭47.9. 1現在）

l 

011(871)7121 

0222(24)1491~5 
0236(22)2543 

内421~2

0245(35)3556 

0292 
(31)0202 • 0512 

0286(34)8945 

0486(63)7025 
(65)7377 

0472(63)3891 

03(842)0946~7 

045(261)3541 

0252(66)1880 

0764(21)1511 

B
 
B
 
B

B

 
静岡県

愛知 県

大阪府

兵庫県

岡山県

単 B
 

合 A 

合 B
 

合 A 

合 B
 

広島県

山口県：
| 

徳島県 単

香川県 合

愛媛県 合

福岡県 単

長崎県 1 合

熊本県 i 単

鹿児島県 1 単

岩 手 県 合 同
高知県＿合同

合 B
 

単 B
 
B

B

B

A

B

B

B

 

秀男 千葉市仁戸名町666-2

淳 東京都台東区下谷 1-1-3

幸夫 横浜市中区富士見町3-1

芳雄新潟市川岸町1-57-1

啓安 富山市大手町 1-2

方策金沢市本多町3-1-10
社会福祉会館内

0762(63)4181 

中村正夫！福井市四ツ井本町13-26
0776(54)5151 

内625~6

I鈴木直哉
l甲府市丸の内 1-6-1 , 0552(37)1111 

山梨県庁内 内608

長野市大字若里字前河原

村木 哲岐阜市司町1 総合庁舎内
0582(64)1111 

1 内237~9

戸原鎮夫静岡市曲金594-5 I 0542(82)0014 

伊藤克彦
名古屋市中区三の丸3-2-1

総合保健センター内
052(962)5371 

浅尾博ー大阪市東成区森町 1-76 I 06(981)4150 

今井英世
神戸市兵庫区荒田町2-1-1

保健衛生センター内，
078(51)6581 ~5 

！山本畠知 l
岡山市古京町 1-10-101 0862(72)8835 

I i 

岡山衛生会館内

I 

宇野文子広島市宇品神田 1-5 -54 ! 0822(54)3154 

I 
小林 茂： 宇部市大字東岐波字東小沢

4004-2 1 0836(58)3480 

間島 弘 1墾島市新蔵町 3~31 ::--:: 2 I 0886(54)0610 

西村忠一
1 両松市番町 5-4-15

保健衛生センター内
0878(31)1531 

1 岩田 高松山市三番町8234-2生保ビル 0899(21)3880 

寺嶋正吾 I福岡市箱崎貝塚4126-1 i 092(64)3501 
伊東高麗夫 l諫早市栄田町69-3 I 09572(2)5977 

藤田英介！熊本市水道町 9-16 1 0963(56)3629 

佐保威彦＇鹿児島市郡元町 2619 I 0992(55)0617 

鈴木

菅又

石原

伊藤

小野

鳥届
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岩
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諸外国の医療施設・病床，実数・率（人口 1万対）

病 床 数 1 率（人口 1万対）
医療—―

I施設数総数：結末；再精神掲：般 1総数 1 結：精神掲こ般

i病院 1病 院 1病院 1 1病院 1病院病院
1 | l | | 

ア ラブ連合 1968;1, 120: 65, 342. 8, 028; 4, 6921 25, 3521 20. 61 2. 51 1. 5 
カナダク 1,4361 212, 416 4, 2581 62,775| 120, 1861 102. 3 2. 01 30. 2, 
メキシコ 196613; 0551 86; 15i! …： ・ • ・ • ・ • | 19. 5.．．I.．． 
ア メリカ 196817, 137 1, 663, 20322, 431i 515, 732 926, 756 82. 7| 
ア ルゼンチン ,,. I 2, 864[ 133, 8471 ... ・・・I 56. 71... 1 

リ,,_ 1, 300i 36, 941¥ 2, 3391 3, 880¥ 26, 017¥ 39. 51 2. 5 
ンビア 1967| 671 46, 099| 2, 408 6, 982 34, 399 24. 0 1. 3 
ズエラ 1968! 3161 31, 207i 2, 988' 4, 123/ 16, 0271 32. 21 3. 1 
ランカ,,. I 3021 36: 0691 …！ ... " 30. 1'... 

湾ク 25 4, 716| 209: 1, 200 2, 180 3. 5 0. 2 

インド 196615257 296, 8381 …! 6. O! •·· 
イ スラエル 1968i 93 16, 662I … 5, 562’ 9, 561 60. 7| … 
日本,,.!37, 2721 1, 239, 395:35, 6761 169, 5161 782, 3461 122. 3i 3. 5 
フ ィリヒ°ン 1967 761 47, 856| 1, 507 7, 000 16,400 13. 81 0.4 
タイ 1968 434 32, 581I 440 6, 136 20, 983 9. 7I O. 1| 

3231 79,293 …'  ・・・I 107. 9; ・・・ 
170/ 43,264 257/ 10, 7431 28, 4241 89. 41 o. 5 
7611 67, 6591 4, 8231 20, 0191 20, 6041 144. 31 10. 3 
9901 244, 553 … …219, 900 49. 01 … 

3, 618¥ 665, 546'30, 0651 109, 390¥ 391, 7061 110. 61 5. 0 

東ドイ I l ツ,,. I 6571 194, 970; … 
ハンガリー~ I … 80, 068: ．．．l 

I.．．1.．． 1 14. 11.．．, 
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注 （1) 国により病院の定義が異なつているが，これは

ments with Bedsに掲載してある数値である。

(2) 日本の医療施設数は病院数と有床の一般診療所数の計である。

資料 World Health Statistics Annual (Volume III Health Personnel and Hospital Establishments) 
1968 

8.0 
57.9 
．．． 

46. 1 

ロ
ネ
リ

b

チ
コ
ベ
ス
台

オ ーストリアク
デ ンマーク 1967
フィンランド 1968
フランスク
ドイツ連邦ク

ス エーデン
スイス
イングランド・
ウエールズ
北アイルランド
スコットランド

ア
ア
ド
連

ビ
リ
ン

ラ
ラ
ラ

ス
ト
ジ

ゴ
ス
ー

-
l
ユ

ユ
オ
ニ
ソ

ク

ク

ク

ク

9
7ー

0
1
3

L
L
6
0
5
a
 

5
9
7
5
4
 

1
6
3
_
i
,
9ー

ー

"
3
7
0
1
8

0
5
0
2
L
 

．
 

4
&
4
.
0
 

2
1
 

．．． 
22.2 
49.4 
．．． 

18.2 

"
＂

0
3
8
 

&
9
i
1
i
 

．． 
1
6
2
 

.
5
9
3
4
 

．
 

L
L
0
2
 

．
 

2
1
1
1
 

8

9

5

5

 

t
し

1
6
5
1

2
1
1
 

~8172 
紅
冗
生
。

•7911 
．
 
．
 

密
抒
揺

.

.
 5
9
 

•• 

0
1
 

．． 
7
3
 

: ：| 
.．..．． 

1. o: 50. 61 

9, 6311 69, 6461 55. 31 5. 21 4. 8 
29, 285... 117. 4 …| 24. 3 
7, 9211 16, 1601 100. 7 …i 28. 8 

···~ 
WHOの Hospitalsand other Medical Eatablish-

2
6
1
2
 

⑬

臨

碑

5
2
2
1
5
 

1
O
L
4
"
2
 

4
5
4
3
1
 

醤f
41. 0 
... 

48.3 

6
6
7
 

A
:
L
&
 

3
6
5
 

- 36 -



各都道府県別精神衛生相談員数 （昭 45. 12末現在）
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（注） 本集計には、一部政令市も含まれている。
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第20回 精神衛生全国大会ならびに関連行事日程

日 時！
昭和47年 12: oo I 

11月8日＇
i 1 

16: 30 
（水） I 

11月9日

（木）

1
¥
-
J
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熊本県精神衛生協会

熊本県医師会

熊本県・熊本市
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I :衛生連絡，

• 16: 30 協議会総

I I 14 = 30~16 = 30 

9 : 30 
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13: 30 
「日本人のこころ」

i 
16: 30 司会者

1東大教授土居健郎

10 = oo I 

i 11: 45 

12: 251 郷
i I 

12: 55 （山鹿市，燈籠踊り）
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精神衛生鑑定医会議
プーマ
「老人の精神障害の鑑定に
ついて」
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全国精神障害者

家族連合会
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